
最 新 情 報

農林中金総合研究所は，農林漁業・環境

問題などの中長期的な研究，農林漁業の

協同組合の実践的研究，そして国内有数

の機関投資家である農林中央金庫や系

統組織および取引先への経済金融情報

の提供など，幅広い調査研究活動を通じ

情報センターとしてグループの事業を

サポートしています。

伝えたいこと，残したいもの

「学校崩壊」「学級崩壊」が言われるようになって久しいが，ちょっとしたことでいらい

らし，不快感や怒りを抑えることが出来ず，キレてしまう子供たちが依然として多いよう

である。子供たちの間で交わされる言葉も，「チョーうまい」「ファミレス」「ワンギリ」な

どはまだしも，「まじ？」「ムカつく」「きもい」などになると，違和感を覚えてしまう。

子供たちがキレる原因には，様々な要因が絡み合っており，家庭や学校だけの問題でな

いことは明らかであるが，最近食事との関係がよく話題になる。家族がそろって食卓を囲

む「一家団欒」は姿を消し，家族バラバラに食事をすることが当たり前で，たまに一緒に

食卓に向かっても主役はテレビというのが一般的という。しかも，食事の内容は，スーパ

ーで買ったお惣菜がメインであったりする。食卓の変化にくわえ，脂肪分の多い外食の増

加，砂糖や添加物（合成着色料や保存料）の入った加工食品や清涼飲料水の取りすぎがミネ

ラルや繊維質の不足を招き，子供のキレる原因になっているという説もある。カルシウム

不足が原因という人もいる。

私が住んでいる多摩丘陵の一角では，農協をはじめ，地元の生産者が運営する直売店が

数ヶ所あり，春先から菜の花，うど，せり，竹の子といった旬の野菜を提供してくれる。

特に，熟したトマトの出回る時期には，１時間もしないで売り切れてしまうほどの盛況で

ある。子供たちも味の違いがよくわかり，青いうちに摘まれた水っぽいトマトには見向き

もしない。最近大規模な宅地造成が相次いでいるが，大切な農地がこれ以上減少しないこ

とを願っている。

キレる子供への対処というだけでなく，未来に生きる子供たちに，この国の文化と伝統

に根ざした本物の味と食べる楽しさを伝えたいものである。また，多様で新鮮な食べ物を

提供する農業基盤は，貸し農園，援農など農地利用の拡大によって，ぜひとも残したいも

のである。

長野県のある農協では，地域農業の振興にとどまらず，祭りなどの文化活動，小学生を

対象とした「あぐりスクール」など多彩な取組みを行っている。また１０年前から都市部の

子供たち向けに実施している農作業体験学習は，延べで２万数千人を宿泊者として受け入

れた。農業基盤を維持しながら，子供たちにかけがえのない体験を与えている農協の取組

みにエールを送りたい。

本号では，農協の変化の方向について考えるため，「地域社会農業時代の農協経済事業」

「農家構造の変化と農協の組織基盤への影響」をとりあげた。

（（株）農林中金総合研究所調査第一部長　佐々木隆・ささきたかし）

今 月 の 窓

99年４月以降の『農林金融』『金融市場』

『調査と情報』などの調査研究論文や，

『農林漁業金融統計』から最新の統計データ

がこのホームページからご覧になれます。

農中総研のホームページ http://www.nochuri.co.jp のご案内
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〔要　　　旨〕

１　米政策改革大綱決定による米政策での国の役割後退方針，ＷＴＯ交渉でのアメリカ等か

らの大幅関税引下げ要求，総合規制改革会議等での農協批判等，農協系統を取り巻く情勢

は一段と厳しさを増している。

２　農協系統からも偽装表示や無登録農薬問題等を発生しており，協同組合組織であるが故

に，とりわけ厳しい批判を受けることにもなった。

３　こうした批判を受け，系統農協も，経済事業刷新委員会の設置，生産工程管理・記帳運

動の展開，全農安心システムの推進等に取り組んできた。

４　そして経済事業刷新委員会等での議論を踏まえて第23回ＪＡ全国大会組織協議案が作成

されたが，安全・安心な国産農産物の安定的な提供，地域農業の司令塔としての役割発揮，

地域に支持される協同活動の展開，農的価値の提供等が，農協の今日的役割として強調さ

れている。

５　こうした全国的な動きに先行して，経済事業の改革等に取り組んでいる農協も少なくな

く，ＪＡ越後さんとうは地域農業戦略，ＪＡ甘楽富岡は少量多品種生産からの改革，ＪＡ兵

庫六甲は地場販売の強化，ＪＡ都城は畜産の地産地消に取り組み，成果をあげてきた。

６　情勢等全般的動向，事例等を踏まえて，日本農業のすすむべき方向と考えられる地域社

会農業という視点から系統経済事業のあり方を考えると，安全・安心と環境保全型農業，

地産地消，営農指導の強化と多様な担い手による生産体制の構築，契約生産・出荷を強調

した系統共販，システム化の戦略的構築と活用，消費者との連携と広報の強化が求められ

る。

７　農協，特に経済事業や営農指導事業の改革に対する世間の関心が高まっているが，これ

らを乗り越えて事業の見直しをはかり，成果をあげていくことが，日本農業の再生のため

の必要条件でもある。

地域社会農業時代の農協経済事業
――安全・安心と地産地消からの見直し――



農林金融2003・7
3 - 441

農協系統を取り巻く情勢は一段と厳しさ

を増している。

一つは米政策改革大綱にともない消費者

重視，市場重視の視点から，国の役割が一

段と縮小され，民間の果たすべき役割が強

化されることになったが，米生産の過剰基

調の中で我が国の稲作経営を守り，かつ流

通が大きく変化する中で農協の事業を確保

し経営を維持していかざるを得なくなっ

た。食管制度からの食糧法へのソフトラン

ディングから，食糧法の本格的な展開への

移行である。

第二がこの背景にある輸入攻勢で，自給

率向上対策に努めながらも，食料自給率は

４０％（カロリーベース）で横ばいを続けてい

る。今般のＷＴＯ交渉ではアメリカ，ケア

ンズ諸国等から関税の大幅引下げを求めら

れており，交渉の先行きは予断を許さない。

第三に総合規制改革会議
（注１）

や経済財政諮問

会議
（注２）

において，農協の事業運営，系統経

済事業の見直しや，独占禁止法適用除外を

問題視するとりまとめが行われている。

第四に，偽装表示や無登録農薬問題等，

食の安全・安心をめぐる事件が相次いだが，

残念ながら農協系統もその当事者のらち外

ではなく，協同組合組織であるが故に，とり

わけ厳しい批判を受けることにもなった。

こうした情勢や批判を受けて，この１０月

に開催予定の第２３回ＪＡ全国大会の議案作

りのためにまとめられた組織協議案は，経

済事業に力点が置かれたものとなっている。

以上のように，系統農協のあり方，事業

運営等についてさまざまの議論が展開され

ているが，議論が錯綜している感なきにし

もあらずである。本稿では，ＷＴＯ体制下

の日本農業の方向としての「地域社会農業
（注３）

」

という視点を置きながら，系統経済事業と

そのベースとなる営農指導事業に焦点をあ

て，系統経済事業を中心とした農協の役

割・機能についてあらためて整理・確認す

ることとする。
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（注1） 01年４月に設置された総合規制改革会議は，
02年３月，規制改革推進３か年計画を決定して
いるが，その中の農林水産業・流通関係分野で
は，①農地利用規制の適正化等による優良農地
の保全，②農協の事業運営・系統事業の見直し
（経営の健全性の確保，分社化・事業譲渡等），
が書き込まれている。そしてこの中で協同組合
への独占禁止法適用除外についても問題視して
おり，これがその後の農協のあり方をめぐる議
論の通奏低音ともなっている。

（注2） 01年１月に設置された経済財政諮問会議で，
02年４月に武部農林水産大臣（当時）が説明した
「食と農の再生プラン」では，農協改革を農業
構造改革の一つとして位置づけている。そして
農協改革の４つの検討課題として，①消費者ニ
ーズへの的確な対応，②組織・事業の効率化・
スリム化，③アグリビジネスとの公平な条件の
確立，④補助金依存体質からの脱却，が掲げら
れ，これに沿って「農協のあり方についての研
究会」が設置され検討が行われてきたが，この
３月に報告書「農協改革の基本方向」がとりま
とめられ答申された。
農協改革の基本方向として，①国産農産物の

販売の拡大，②生産資材コストの削減，③生活
関連事業の見直し，④経済事業等の収支均衡，
があげられている。そしてそのための農協改革
の推進力として，①中央会のリーダーシップの
発揮，②全国的な農協改革実践運動，③全農改
革の断行，が期待されている。

（注3） 拙稿「地域農業，そして地域社会農業へ」
本誌03年４月号。

１章であげた四つの情勢のうち，はじめの

三つは農協系統にとっては基本的に外部要因

と位置づけることができるが，ここでは内部

要因として位置づけられ得る食と農をめぐっ

ての事件にからんでの情勢のみ，取り上げる。

（１）事件等の経過と内容

ａ　偽装表示

０１年９月に我が国でもＢＳＥ（牛海綿状

脳症）が発生したが，これにともなう生産

者の打撃を緩和するため１０月から１１月に

かけて未検査牛肉の買上げ・市場隔離が行

われた。雪印食品の関西ミートセンターは，

オーストラリア産牛肉を国産牛の箱に詰め

替えて偽装を行い，補助金を不正に受給し

たことが，０２年１月に発覚。その後，日本

を代表するいくつもの食品企業が同様に，

補助金の不正受給を行っていたことが判明

するとともに，ＢＳＥがらみだけではなく，

また農産加工品をも含めて偽装表示がある

ことが次々と発覚し，厳しい社会的批判を

受けることになったものである。

こうした中で，０２年３月，全農チキンフ

ーズが鹿児島くみあいチキンフーズを通じ

て加工したタイ産と中国産の鶏肉を国産と

偽って表示し，埼玉県内の生協に販売した

ことが判明。すぐさま続いて茨城玉川農協

が東都生協と産直契約を締結している豚肉

の一部に契約と異なる豚肉を使っているこ

とが判明した。その後もいくつもの農協で

の虚偽表示が判明し，最近では，全農ふく

れんが，生協から受託製造した茶３製品で，

県外産を混ぜたり，契約と異なる製品を販

売していたことが明らかとなり，農林水産

省から全農に対して業務停止命令が出され

ている。

ｂ　無登録農薬

０２年７月，山形県において無登録農薬
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２　偽装表示事件等による

信頼喪失



であるダイホルタン，プリクトランを販売

していた２業者が，農薬取締法等違反の容

疑で逮捕された。

これにともない農林水産省は各都道府県

に対して，情報の収集と販売業者等への農

薬取締法にもとづく立入検査を指示すると

ともに，すべての農薬販売業者への無登録

販売に関する総点検を実施した。

この結果，全国に約７万ある農薬販売業

者の営業所数のうち，過去３年以内で無登

録農薬を販売したものが２５４あることが確

認された。そして，このうち２０の農協の

５０営業所でも無登録農薬を販売していた

ことが判明した。

（２）政策対応

ＢＳＥや偽装表示，無登録農薬問題等の

発生を受けて，０３年３月から改正農薬取締

法（無登録農薬の輸入，製造，販売，使用の

禁止。有機栽培で，病害虫防除に使用されて

いる食酢等を「特定農薬」にして，例外扱い

とした）が施行されるとともに，食品安全

基本法（食品の安全確保の基本理念を定める

とともに，食品の安全性を科学的に評価する

食品安全委員会の設置），農林水産省設置法

改正（食糧庁を廃止し，消費安全局を新設），

牛肉トレーサビリティー法（牛肉の生産・

流通・消費の各段階で，個体識別番号が正確

に管理・伝達される制度の構築），食品安全

確保関連法（食品安全基本法制定にともなう

肥料取締法，家畜伝染病予防法等の改正），

ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点方式）法改正

（現行法の適用期限を５年間延長等），飼料安

全法改正（有害な物質を含む飼料の製造，販

売，輸入，使用を禁止），食品衛生法（と畜

場法，食鳥処理法を含む）改正（残留基準を

設けていない農薬を検出した食品の流通禁止，

食品表示違反などの罰則強化），健康増進法

改正案（健康の保持増進の効果などについて，

虚偽や誇大広告などの表示の禁止）がこの４

～６月に成立している。このように，政府

は０２年４月に発表した「食と農の再生プラ

ン」に，その後の情勢変化も織り込みなが

ら，食品の安全行政を本格化させつつある。

（１）事件発生から今日まで

系統農協も内外からの厳しい批判を受

け，矢継ぎ早に対策を講じてきたが，これ

らへの取組みの積み重ねがＪＡ全国大会組

織協議案として凝縮されることになる。

＜経済事業刷新委員会＞

偽装事件発生にともない，対応の軸とな

っているのが経済事業刷新委員会である。

ＪＡ改革推進本部委員会のもとに，農業

者・農協代表に，外部から消費者・学識者

等を加えて，０２年４月に設置された。

本委員会は，①ＪＡグループ全体の食品

表示にかかる自主点検・検証の実施，②経

済事業システムの刷新方策検討，③ＪＡグ

ループにおける国産農産物の安全・安心シ

ステムの展開についての検討・実施を行う

ことをねらいとしている。

早々に０２年６月には経済事業刷新につい

ての中間とりまとめを行い，消費者に信頼
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される経済事業システムの刷新方策（①産

地偽装・優良誤認，②表示制度，③消費者窓

口相談，④加工・流通段階における安全・安

心の確保，⑤消費者と連携した地域での営

農・販売の取組み，⑥トレーサビリティーを

中心とした安全・安心システムの展開，⑦食

品の安全・安心についての考え方）と，経済

事業の構造や組織・ガバナンス（①経済事

業の意識構造の変革，②経済事業におけるガ

バナンスのあり方，③経済事業における危機

管理・法令遵守）についての基本方向を打

ち出した。

その後，無登録農薬使用問題等が発生し

たことから，中間とりまとめを踏まえて

「安全・安心な農産物供給のための自主行動

基準」の策定について協議が行われ，さらに

農林水産省の「農協のあり方研究会」での

検討の方向をも勘案して，経済事業改革の

方向について議論が行われ，これらがＪＡ

全国大会組織協議案に反映されてきた。

＜生産工程管理・記帳運動＞

経済事業刷新委員会での中間とりまとめ

に続いて，７月に決定された「食料の安

全・安心確保に向けたＪＡグループの取組

方針」の柱として，生産工程管理・記帳運

動が位置づけられている。偽装事件からの

信頼回復をはかるためには生産履歴の開

示，いわゆるトレーサビリティー・システ

ムの確立が不可欠であることから，その前

提となる安全な農産物づくりと，その記帳

への取組運動を開始している。
（注４）

＜全農安心システム＞

こうした取組みのモデル，下敷きとなっ

ているのが全農の検査・認証制度である

「全農安心システム」である。００年１０月に

開催された第２２回ＪＡ全国大会に先立って

スタートさせたもので，生産指導をもとに

消費者，取引先等のニーズに対応した農産

物生産を振興するとともに，その生産方法，

生産工程等に関する情報を開示し，これを

検査認証することにより客観化しようとす

るものである。

全農安心システムは，①有機農産物には

限定せず，国産農産物全般を対象，②法律

にもとづくシステムではなく，あくまで全

農による自主検査認証，③ＪＡＳ法有機認

証システムでは任意とされている残留農薬

検査の義務付け，等の特徴を有している。

四つの部門，すなわち米穀部門（安心米），

園芸部門（安心野菜），畜産部門（ナチュラ

ルビーフ），複合部門（地域循環型農業）に

分けて認証が行われており，０３年３月１３日

現在での認証実績は３７産地，３１加工場と，

地道に実績を重ねつつある。

（注4） 具体的には，生産者は適切な生産基準にも
とづいて生産（生産工程管理）を行い，その内容
を記帳することになるが，農協はこうしてでき
た農産物を分別管理して販売し，消費者や取引
先に対して生産情報を開示していくことになる。
記帳は３種類の生産日誌，すなわち①栽培日誌，
②防除日誌，③収穫出荷日誌，からなり，栽培
日誌では圃場概要，作業工程，収穫量，投入資
材の施用内容実績を，防除日誌では防除に用い
た農薬を，収穫出荷日誌では収穫・出荷につい
ての実績を記帳することになる。
生産者は生産基準ごとにグループ化され，グ

ループの中から生産工程管理責任者が選出され
るとともに，農協は各グループについて生産工
程管理担当者，出荷管理担当者，情報管理担当者
を決める。記帳の確認はまずは生産者自らが自
己点検を行うが，生産工程管理担当者，集出荷担
当者による担当者点検も行われ，点検結果は生
産工程管理責任者に報告されるとともに，グル
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ープメンバーの指導に役立てられることになる。
こうした生産工程管理，記帳にともなう情報

は，生産者グループ単位で包装資材にシール等
を貼り，そこにホームページアドレスを記載し，
農産物の購入者がこれを見てアクセスしてくる
ことを想定している。
記帳された書類は，いつでも消費者等からの

クレーム，情報開示要求に対応していくため保
管される。農協によっては記帳内容をファック
ス等で農協に連絡させ，これをデータベース化
することによって迅速な対応を可能にすると同
時に，これを有機認証等書類作成にも利用する
ことにより，生産者等の事務処理の合理化，さ
らには生産・販売，経営管理等，多目的かつ有
効に活用していくことまでをねらいとしている。

（２）第23回ＪＡ全国大会組織協議案

この１０月に開催予定の第２３回ＪＡ全国大

会で，今後３年間のＪＡグループあげて取

り組んでいく方向なり重点実施事項が決議

されることになっているが，目下，そこでの

議案を決定していくための組織協議が行われ

ている。ここで決議される議案は，ＪＡグル

ープの基本法とでもいうべき重要な意味を担

っているものである。

組織協議案の「Ⅲ ＪＡグループのめざす

べき方向」は，５つの今日的役割，３つの

基本姿勢，４つの重点目標，が掲げられ，

これに続いて「Ⅳ ＪＡグループの重点実施

事項」が展開されている。
（注５）

そして，経済事業については早急な手当

てが必要であるとして，ＪＡ全国大会前ま

でには，各農協の事業部門別，支店等別に

損益を把握するとともに，農家，組合員等

の要望も反映した経営改善目標，要員計画

作成をすすめることにしている。

さらには，①経済事業の収支均衡を目指

す経営目標の設定，②生産履歴記帳運動等

重点改革項目の取組度を評価する手法の導

入，を柱とする「経済事業版・自主ルール」

の導入も決定されている。

まさに背水の陣とも言うべき取組みを展

開しつつあるのである。

（注5） その要点は以下のとおりである。
「Ⅲ ＪＡグループのめざすべき方向」
＜ＪＡの今日的役割＞
①安全・安心な国産農産物の安定的な提供
②地域農業の司令塔としての役割発揮
③地域に支持される協同活動の展開
④農的価値の提供
⑤国民経済に果たすＪＡの役割
＜取組みの基本姿勢＞
①信頼
②改革
③貢献
＜取組みの重点実施事項＞
①安全・安心な農産物の提供と地域農業の振興
②組合員の負託に応える経済事業改革
③経営の健全性・高度化への取組強化
④協同活動の強化による組織基盤の拡充と地域
の活性化

「Ⅳ ＪＡグループの重点実施事項」
＜１ 安全・安心な農産物の提供と地域農業の

振興＞
①生産・流通段階の安全・安心の取組み：生産
履歴記帳運動，品質管理，食の安全・安心委
員会の設置

②生産・消費を通じた食料自給率向上の取組
み：麦・大豆・飼料作物等の生産振興，日本
型食生活の普及推進，農業振興条例策定の働
きかけ

③地域農業戦略を基本とした米改革の推進と営
農販売の強化：地域農業戦略の見直しと地域
水田農業ビジョンの策定，生産者組織の再編，
多様な販売チャネル，営農指導体制の整備・
効率化

④地域における担い手の育成・確保と支援対策
の実施：地域の担い手の明確化・共有化，担
い手対策の取組み強化，集落営農育成と段階
的法人化，ＪＡによる法人化支援策法人化へ
の対応

⑤販売を起点としたＪＡグループ米事業の改
革：販売を起点にＪＡの取組みを基本とした
米事業への転換，消費者接近型の販売事業の
展開

⑥環境等に配慮した地域農業の振興：環境保全
型農業の推進，耕畜連携を軸とした資源循環
型農業の推進

⑦公平な貿易ルールづくりと農業経営の安定対
策の拡充：公平な貿易ルールづくりへの働き
かけ，国際競争に耐えうる生産基盤の強化，
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経営安定対策の拡充
⑧地域からの情報発信と理解促進をはかる広
報・農政活動の展開：ＪＡ・県域での担当部
署・消費者窓口の設置，統一広報の検討，市
町村段階でのフォーラムの設置

＜２ 組合員の負託に応える経済事業改革＞
①ＪＡの経済事業改革（ＪＡの直接販売３年間
で２倍程度／原則輸入農産物を扱わない運動
提起／３年以内に配送拠点を１ＪＡ１ケ所以
下／赤字事業の統廃合や外部化／ＪＡ全体の
要員数３年で10％削減）：販売事業戦略の見
直し，生産資材価格の引下げ，生活関係事業
について事業範囲の見直しと外部化の観点で
取組み

②統合効果を発揮する全農事業システム改革
（全農安心システムの取扱高05年度までに10
倍以上／弾力的な価格設定／Ａコープの広域
会社化）：全農はＪＡの経済事業改革を支援
促進する観点から，県域・全国域の枠組みを
払拭し，一体となって，統合連合組織として
最も効率的な事業システムをＪＡに提供する
ため，事業システムを抜本的に見直し

③経済事業改革を確実に実践する仕組みの構
築：経済事業改革を確実に実践するための実
践・推進体制の整備，ＪＡ全国大会までの経
済事業改革の実践，中央会を中心とした経済
事業改革の促進，経済事業改革の進捗管理と
評価

＜３ 経営の健全性・高度化への取組み＞
①～⑧　　略
＜４ 協同活動の強化による組織基盤の拡充と

地域の活性化＞
①～⑤　　略

こうした全国的な動きに先行して，独自

に経済事業をはじめとする事業見直しに取

り組み始めている農協も少なくない。網羅

的，体系的ではないが，ここで注目すべき

活動を展開している農協の事例を取り上げ

ておきたい。

ａ　JA越後さんとう（新潟県）

――地域農業戦略
（注６）

＜位置，環境＞

０１年３農協が合併したもので，農業振

興を先導的に取り組んできたのが旧ＪＡこ

しじである。（以下は基本的に旧ＪＡこしじ

を対象とする。）

米の単作地帯にあり，平均耕作面積は１．７

ｈａである。

＜農協の姿勢，組織等＞

「環境にやさしい未来農業をめざして」

「地域とともに　地域社会との共生」の二

つを経営理念としている。

また，「地産地消は生産と生活の結合で

あり，農業の原点」でもあるとして，生産

と生活を一本化して営農事業に位置づけ，

生活に根ざした総合産地化を実現しようと

してきた。

＜販売戦略と成果＞

米については「安全・安心な健康米」づ

くりと分別管理による有利販売を基本にし

ている。

すなわち東京都ガイドラインスーパーコ

シヒカリ（特別栽培米），農水省ガイドライ

ンスーパーコシヒカリ（特別栽培米），一般

コシヒカリ（土づくり特殊栽培米），魚沼コ

シヒカリの四つに分別されている。

さらに人工衛星から稲を撮影してその葉

緑素量を解析し，刈り取り前の生籾のタン

パク含量を割り出して価格差を設けてい

る。チッソの施用を控えるとタンパク含量

が多く食味もいいという相関関係を活用し

て，人工衛星によって水田の一筆管理を可
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能にしているものである。そしてこうした

きめ細かな分別管理を可能にしているのが

カントリーエレベーターの存在である。

一方で，水田単作から脱却して総合産地

化にも取り組んでおり，地産地消の推進，

地域内自給率を４５％（カロリーベース）に

引き上げることを当面の目標にしている。

農産物直売所での販売に力を入れており，

合併後の管内６町村にはすべて農産物直売

所が設置されている。野菜にとどまらず，

味噌，漬物等加工品にも力を入れており，

「農協が仲介してそのおすそわけを地域内

の消費者の食卓に届けて」いくという考え

方を基本にしている。

＜担い手と営農指導＞

集落営農を推進してきたが，担い手の高

齢化にともない流動化した農地が増加して

いる。そのための受け皿づくりが必要であ

るとして，「集落営農の延長としての法人

化」という方針のもとに，任意生産組織を

段階的に法人化して，１集落１法人を設け，

土地利用型農業の主たる担い手として育成

してきた。あくまで兼業農家と共存可能な

かたちで法人化が推進されてきた。

一方，女性や高齢者を中心とした多様な

担い手による少量多品種の生産体制づくり

もすすめられてきた。

＜安全･安心＞

地域内の農業資源を循環利用しての堆肥

製造による土づくりを行い，「安全・安心な

健康米」として減農薬減化学肥料による栽培

に取り組むとともに，土壌分析も行ってきた。

＜その他＞

農協の農業振興策と町づくり計画が整合

性をもち，かつ農業を軸とした地域作りを

すすめていくため，農家，地域住民，農協，

行政が一体となって取り組んできた。町の

「農業総合整備構想」では，「個性豊かなゆ

とりと潤いと活力のある田園都市越路町」

がビジョンとして掲げられている。

ｂ　ＪＡ甘楽富岡（群馬県）

――多品種少量生産からの改革
（注７）

＜位置，環境＞

群馬県の南西に位置し，首都圏まで高速

道路を使えば車で１時間前後。典型的な中

山間地域にあり，水田は少なく，養蚕とコ

ンニャクが主要農産物である。

＜農協の姿勢，組織等＞

５つの原則を置いている。

①農協の本業である営農関連事業の独

立採算を目指す。

②生産者手取りの最優先

③平等の原則から公平の原則への転換

④農業を基軸とした地域づくり

⑤ＩＴ活用による事業変革

「本業回帰が農協改革の出発点」である

として，指導，販売，購買，加工，利用の

５部門からなる営農事業本部を設置し，営

農関連事業の独立採算制を採用している。

＜販売戦略と成果＞

農村労働力の流出と養蚕の衰退によっ

て，地域農業の見直しを余儀なくされ，地

域特性を生かしての多品種少量生産に転換

した。
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９７年に「甘楽富岡地域農業振興計画

『ベジタブルランドかぶらの里』」を策定し，

「首都圏の消費者ニーズに適合した生鮮野

菜を開発する。一方で地場消費を起こし，

地域消費に対応した農業生産で，地域の野

菜の総合産地として再生」することを打ち

出した。

地場消費を掘り起こし，地域自給をたか

めていくために，農協直営の「食彩館」を

設け，生産者が出荷する農産物については，

生産者が自ら包装し，値決めも行い，消費

者の反応，売れ行きをみながら腕を磨いて

いくことができるようにしている。一定水

準にまで達した生産者は，量販店に設置さ

れた農協の直売コーナー「インショップ」，

さらには市場への出荷へと移行していくス

テップアップ方式が取り入れられている。

そして食彩館，インショップで販売され

る野菜は，朝どりの“Ｄ－０（デイ・ゼロ）”

を目玉としている。

９９年度の農産物販売額は１０２億７千万円

で，量販店・生協への複合相対取引が約６５

％，市場出荷が約２８.７％，直売部門が約６.３

％となっている。

＜担い手と営農指導＞

農家を土地所有型農家，自給型農家，販

売型農家の三種類に分け，高齢者や女性が

気軽に野菜生産に取り組める小規模野菜生

産集団を育成するとともに，需要に対応し

た生産を実践できる地域づくりをすすめて

きた。これが生産技術のレベルアップにと

もなう出荷先のグレイドアップと連動して

いる。

営農指導員を５０数名に増強するととも

に，管内ナンバーワンといわれる熟練の専

業農家を「営農アドバイザリースタッフ」

として委嘱し，販売に見合った営農指導体

制強化に努めてきた。

＜安全・安心＞

養蚕時代には県防除指針により低毒性農

薬が指定されており，野菜に切り替わった

現在もこの指針にもとづき，低毒性農薬を

使用し，天敵も活用できるようにしている。

＜その他＞

多品種少量生産とその出荷を可能にして

いるのが，電算システムで，資材の予約購

買によって，「その作目の作付け段階で，

管内の栽培面積をほぼ把握している。した

がって管内の生産物の出荷時期と品目別生

産量もほぼ予測」可能となっている。さら

には「だれがいくら売ったかというような

個別生産者の売上データや，何の品目がど

こにいくら売れたかという品目別データま

で収集」されている。

また，「遊休荒廃農地利活用プロジェク

ト」を立ち上げており，潜在的生産者掘り

起こしによる多品種少量による野菜生産の

拡大をはかる第１構想，梅や花木栽培，レ

ンタカウ制度を導入する第２構想，防災公

園・クラインガルテンをつくる第３構想ま

である。そしてこの構想のねらいは，「防

災機能による地域住民の安心・安全な生活

の創造，農業を基本とした新たな観光資源

と人々の豊かな生活文化の創造，農業を通

した生涯教育による人材の創造，農業を通

した癒しや憩いによる心身の健康の創造な
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ど」に置かれている。

ｃ　ＪＡ兵庫六甲（兵庫県）

――農都不二で地場販売強化
（注８）

＜位置，環境＞

神戸市，尼崎市，西宮市等の大都市も含

めて管内７市１町，総人口３１１万人の大消

費地圏にある。００年に９農協が合併し，組

合員数４万の大型農協である。

＜農協の姿勢，組織等＞

「‘０６ビジョン（計画）」において，地産地

消のキーワードとして“身土不二”に“農

都不二”を加えた。流通構造の変化・多様

化に対応していくためには，民間企業に負

けないだけの営業力と企画力を獲得し，

「農協から有利販売のスタイルを提案して

いく」ことが必要であるとしている。また，

生産額２２０億円の管内農産物を地元で全量

販売できる体制の確立に努めている。

＜販売戦略と成果＞

旧ＪＡ神戸西では，農協が契約農家グル

ープを組織化し，量販店の店舗や集荷セン

ターに野菜を直接運ぶ「ＪＡダイレクト便」

を開始し，０２年度は農協の青果物販売額の

約１割をこれによって販売している。

しかしながら生協，量販店の競争が激化

するのにともない，小ロットによる安定供

給を強く求められるようになり，直売所で

の販売に入力するようになってきた。内容

的には，これまでの女性組織主体の小規模

直売所「農協市場館」から，専業農家も出

荷する大型直売所に重点を置くようにし，

合併後３か所でオープンした。

この方針変更の底にあるのが，阪神市場

から地元新住民へのターゲットの転換であ

る。これを可能にするため青空市での経験

を５年間積み重ね，多品目栽培への切り替

えを行うともに，出荷組織を育成してきた。

＜担い手と営農指導＞

同じ農協の管内とはいえ，地域ごとに性

格が異なることから，管内を４つのブロッ

クに分け，地域特性に応じた営農振興をは

かっている。営農総合支援センターを拠点

に営農相談体制の強化に努めているが，販

売戦略の実践を可能にする大きなポイント

は，営農相談員がきめこまかに地域の組合

員に対応できるかどうかにあり，営農指導

員の組織作成能力と運営能力が問われてい

るとしている。

＜安全・安心＞

有機農業運動の先進地として環境保全型

農業を掲げて生協や消費者グループとの産

直提携に早くから取り組んできた実績を有

している。

＜その他＞

合併組合の一つ旧ＪＡ神戸西は，阪神大

震災の際の炊き出しをはじめ，被災地の食

を支えた活動で知られている。そして，目

下，ＪＡ兵庫六甲が中心となって，旧ＪＡ

神戸市西管内を対象に地元で生産された農

産物と交換できる地域通貨「ＫＯＢＥたべ

もの通貨」の導入が検討されている。

農協，生協，生産者，消費者団体，環境

ＮＰＯ，福祉ＮＰＯ，地元企業等が出資して

「たべもの通貨協議会」を発足させ，出資

金を基に通貨を発行していく構想である。
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農業体験・援農や観光農園の利用，生産者

と消費者の交流イベント等へ参加した場合

に地域通貨が交付され，ＪＡの直売所で農

産物を購入する代金の一部に充当できるほ

か，生産者が農業資材を購入する場合，あ

るいは買い物代行，パソコン指導等，市民

相互のサービス交換の場合にも使用可能に

することが計画されている。

「ＫＯＢＥたべもの通貨」によって環境保

全機能（たべもの通貨による環境ＮＰＯ活動の

支援），コミュニティ再生機能（地域生活者

の潜在能力を引き出し，市場にたよらない相

互扶助関係創出），トレイサビリティ機能

（顔の見える関係を構築し，生産工程の管理と

記帳），地域経済活性化機能（活動の活性化

による事業者，生活者への利益還元）の発揮

が期待されている。

ｄ　ＪＡ都城（宮崎県）

――畜産の地産地消
（注９）

＜位置，環境＞

宮崎県の南西部，霧島山の東南側，都城

盆地の中央に位置する南九州の中核都市

で，全国でも有数の畜産地帯を形成してい

る。同市の農業粗生産額３３２億円（９９年度）

のうち畜産は２６１億円と７８.６％を占めてお

り，肉用牛６３億円，乳用牛３０億円，豚９４億

円，鶏７２億円と，各畜種ともに一大産地を

形成している。

＜農協の姿勢＞

経営方針として４つの柱を掲げている。

①組合員（利用者）との密接な関係の構

築

②組合員（利用者）ニーズに沿った事業

の展開

③高品質のサービスと商品の提供

④組合員（利用者）への最大の利益提供

と農協の経営安定

ＢＳＥ発生以降は地産地消への取組みを

一段と強めている。

＜販売戦略と成果＞

都城市は，８９年に健康な都市づくりを目

指して「ウエルネス都市宣言」を行い，そ

の広がりの中で，都城のＰＲと地元産業の

振興と発展をはかるため「ウエルネス都城

ブランド確立事業」と，その具体化として

の「ウエルネス都城産品推奨運動」に取り

組んできた。

このウエルネス都城産品推奨運動は，①

都城産である（識別機能），②生産者・製造

者の顔が見える（信頼機能），③元気がつま

っている（意味付け機能），の三つの機能を

もとに，一定の基準を満たした産品を「ウ

エルネス都城産品」としてシールを貼って

推奨している。これによって都城産品の特

徴を広くアピールするとともに，地産地消，

地元産業の振興をねらいにしている。

０２年１０月末現在で，９事業者，２９品目

が推奨されており，具体的にはジャンボイ

ンゲン，小松菜，大根，サツマイモ，ごぼ

う等各種野菜（推奨基準は有機ＪＡＳ認定），

牛肉（黒毛和牛で，日本格付協会の格付等級

が４等級以上），加工品では有機らっきょう

甘酢漬（有機ＪＡＳ認定），さらには大弓，

木刀，ロクロ工芸品等（経済産業大臣指定

伝統的工芸品，宮崎県指定伝統工芸品）が対
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象となっている。

この運動の事務局は市役所のウエルネス

課に置かれているが，当農協も本運動の企

画段階から市と一体になって取り組んでき

た。そもそも畜産の指導・販売にはきわめ

て熱心な取組みを積み重ねてきており，肥

育牛課を設置し，技術向上による高品質の

牛肉生産の指導に努めており，この結果牛

肉についてはＪＡ都城肥育牛部会（会員生

産者１４０戸，飼養頭数約１万３千頭）が推奨

事業者の指定を受けている。

そして牛肉だけでなく農産物全体の地産

地消を推進していくために，国道１０号線沿

いに，延床面積１,１４５㎡の「産地形成促進

施設・ＡＴＯＭ（アトム）」を設置し，「都城

和牛」はもちろんのこと，「都城馬刺し」

「都城豚」「都城米」「都城野菜」，さらには

「都城漬物」までふんだんに並べられており，

生産部会，アトム朝市会，ＪＡ女性部等か

ら商品を調達している。ＡＴＯＭの売上高

は約５億円（０２年度）で，このうち地元農

産物は牛肉２.４億円，野菜０.２億円等となっ

ている。またＡＴＯＭのある同じ敷地内に

ＪＡ直営の「リバーサイドマックレストラ

ン」があり，ここで「都城和牛」を使った

料理の食体験ができるようになっている。

当ＪＡは，ＡＴＯＭだけでなく，このほか

に９の直売所を設けており，これに管内に

７つある朝市を加えた「地産地消に関する

農産物販売所」の地図入り一覧表を作成・

配布するなど，地産地消に徹底的にこだわ

った取組みを展開している。さらにはコー

プ宮崎都北店への地場野菜供給，地場産業

振興センター等に対する支援にも力を入れ

ている。

＜担い手と営農指導＞

品質向上と技術のレベルアップをねらい

に二つの肥育牛センター（常時肥育頭数は，

両センター合わせて約５００頭）を保有・運

営しており，肥育牛センターで飼料供給方

法や血統等さまざまなデータがとられ，こ

れらを解析した結果がＪＡの７名の指導員

によって生産農家指導にフィードバックさ

れ，地域全体の技術水準のレベルアップ，

肉質向上をもたらしている。

＜安全・安心＞

ＢＳＥが発生する以前から個体管理を導

入しており，このため独自の耳標を採用し

て管理を行ってきた。ＢＳＥ発生後は全国

のシステムに合わせているが，トレイサビ

リティは当然のこととして取り組まれてき

ている。

（注6） 農山漁村文化協会「特集 JA越後さんとう
の『営農復権』」自然と人間を結ぶ・農村文化運
動167を参照した。

（注7） 農山漁村文化協会「特集 JA甘楽富岡ＩＴ
革命」自然と人間を結ぶ・農村文化運動157，同
「特集 JA甘楽富岡に学ぶＩＴ時代の農協革命」
同161を参照するとともに，黒澤JA甘楽富岡営
農事業本部長（当時）からのヒアリングによる。

（注8）「農の未来―営農販売強化への道」地上03年
６月号を参照するとともに，JA兵庫六甲本野営農
事業本部･専任管理職からのヒアリングによる。

（注9） JA都城資料，および同JA中村氏からのヒ
アリングによる。

あらためて系統経済事業を中心に農協の

役割・機能について整理していくにあたっ
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て，筆者はこれからの日本農業のすすむべ

き方向から考えるべきであり，これと現場

での実践事例とを重ね合わせることによっ

て，農協に期待される役割・機能が見えて

くるように考える。

ＷＴＯ体制下の我が国農業を守っていく

ためには，直接支払等支援と国境措置によ

る経営の下支えと激変緩和を前提としなが

ら，適地適作で安全・安心な農産物を生産

していくとともに，地域自給，地産地消を

基本に，食文化を尊重し，景観やそこに住

むこと自体が誇りと感じられるような農

業・農村，そして消費者とのコミュニケー

ションの形成が重要であるとして，これら

を総合した取組みの中における農業を「地

域社会農
（注
業」
10）
として，これを強調してきた。

すなわち，系統経済事業をめぐってさま

ざまの次元からの批判，提言等がなされて

いるが，地域社会農業を軸にしながら農産

物流通，営農，そこでの農協の役割・機能

を整理していくことが重要である。

農業（農産物）は，安定供給，安全・安

心，価格，品質，コミュニケーション等の

各要素に分解される（第１図）。食料が潤

沢に供給され，また所得が向上するにつれ

て，より品質，コミュニケーションが重視

されるようになるのが基本的構図である。

（１）安全・安心と環境保全型農業

ここで我が国農業の大きな方向性は品質

重視，コミュニケーション重視ということ

になるが，当面の最大課題は安全・安心の

確保である，ということがいえる。

ａ　安全・安心

すなわち輸入との関連でいえば，野菜の

場合，以前は我が国では生産されないもの，

あるいは季節のずれや逆転を利用しての輸

入が主であった。これが近時の中国，韓国

からの輸入については出荷時期はほとんど

関係なく，低価格による大量供給によって，

国産野菜が席捲されてきた。

しかしながら一昨年暮れに発覚した中国

野菜残留農薬問題は，低価格といえども当

然のこととして前提されていた安全・安心

が脅かされることになり，急激に増加して

きた輸入が停滞することとなった。

ところが，その後，我が国で偽装表示や

無登録農薬問題が発生し，国産だからとい

って決して安心はできないとして，消費者

の国産に対する信頼もまた大きく揺らぐこ

とになったのであった。

安全・安心は基本的ニーズであり，この

安全・安心対策は，価格，品質等に優先し

て講じられるべきである。中国では０２年８

月に「輸出入野菜検査検疫管理弁法」を制

定し，登録認定された野菜栽培基地からの

輸出だけが認められるようになり，厳しい
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農薬の管理体制がひかれ，すべての農薬使

用を記録することが義務づけられている。

また，中国国内に流通する農産物について

も「無公害食品行動計画」に国をあげての

取組みをすすめており，遠からず「無公害

食品」が流通する農産物の大宗を占めるこ

とが期待されている。したがって，安全性

を獲得した中国野菜の日本への輸出が勢い

を再び取り戻す日は，そう遠くはないもの

と見込まれる。

我が国農産物での残留農薬問題は心配な

いとはされているが，現状，環境保全型農

業の取組面積割合は１６.１％（０１年度）にす

ぎず，減農薬減化学肥料栽培等への取組み

を本格化させ，一般化させていくことが必

要である。

ｂ　トレーサビリティー

安全・安心に関連して，偽装表示事件発

生以降，我が国行政がもっとも力を注いで

きたのがトレーサビリティーの確立であ

る。偽装表示，虚偽表示を排除し，消費者

の信頼を回復するため，消費者が農産物を

購入するにあたって，その農産物の川下か

ら川上までさかのぼって，その生産，加工，

流通にかかる履歴・情報がわかるようにす

るものである。

そしてこの５月に成立した食品安全基本

法に続いて，この６月には牛肉トレーサビ

リティー法も成立しており，これを牛肉以

外の畜産物や，米，野菜・果実にも広げよ

うとする動きもある。

基本的にトレーサビリティーは記録に手

間がかかるとともに，加工・流通工程での

分別管理が必要であることから，そのため

の設備増強を余儀なくされ，情報処理シス

テム構築を含めてコストアップ要因にな

る。

また，牛のように個体管理ができるもの

についてのトレーサビリティーは比較的容

易であるものの，豚，鶏について個体管理

は無理であって群管理とならざるをえず，

米等も含めて，分別管理等技術的にもコス

ト的にも困難性は高い。

なお，トレーサビリティーは，情報が真

正で正確であってこそ生きてくるものであ

り，情報に対する信頼のうえに成立してい

るものである。生産者なり農産物を扱う関

係者とのコミュニケーションが最終的な拠

りどころとなる。

系統で取り組んでいる生産工程・記帳運

動が基本で，トレーサビリティーがコスト

的にも技術的にもさほど負担にならないも

のに限ってシステム対応していくべきであ

ろう。あくまで生産工程・記帳運動を徹底

させ，必要な場合にはいつでも情報を開示

できるような状況を早急につくっていくこ

とが前提になる。そして何よりも実態とし

て環境保全型農業による生産を一般化させ

ていくことが本質的により重要である。

環境にやさしい農業により，水田をはじ

めとする農地の豊富な生態系を維持し，野

鳥等が飛来する景観をつくっていくこと

は，農業の多面的機能発揮の重要な一翼を

担うものであり，我が国農業の存在意義，

それをもとにしての直接支払等支援を可能

農林金融2003・7
15 - 453



ならしめるための必須の材料でもあるので

ある。

（注10）地域社会農業を構成する要素は以下のとおり。

＜農業生産＞

・適地適作

・在来種尊重

・多品種少量生産

・耕畜連携

・環境保全型農業（エコ農業）

＜担い手＞
・専業農家，法人経営体を中心に，兼業農家等
も含めた地域営農

・地域の消費者，および都市の消費者も農作業
に参画可能

＜農産物流通＞
・地産地消を中心としながら，原産地表示，独
自ブランドをもって広域流通にも対応

・産直，直売をも含めて多元的に販売
＜その他＞
・都市の消費者もグリーンツーリズム等で交流
・安全・安心システム
・食文化，地域文化
・景観
・食農教育，味覚教育
・福祉介護

（２）地産地消への取組み

野菜流通に占める量販店の割合は６１.２％

（９９年）にまで増加しているが，量販店の

これまでの価格優先の商品政策は品質重視

の政策へと転換しつつある。すなわちこれ

までの規模の経済によるセントラルバイイ

ング，大産地重視から，「鮮度改善」「物流

コスト削減」「柔軟な仕入価格の実現」「地

域性の発揮」重視へと転換しつつあ
（注
る。
11）

こ

れは前掲第１図の，より上にシフトしよう

としていることを示している。

この傾向は野菜・果実はもちろんのこと

基礎的食料である米についても，過剰生産

による販売競争激化にともない，品質等に

よる差別化が求められている。これをどう

やって育成していくかが問題となってく

る。各種ブランド米や鳥取の二十世紀ナシ

に代表されるような県全体での特産品化も

あるが，先に取り上げた事例では，いずれ

も農協単位での地産地消，地場販売をきわ

めて重視してい
（注
る。
12）

こうした傾向は全国的

にも見られるもので，輸入農産物が増加し，

しかも品質も向上する中で，国産とはいえ，

いきなり市場で高い評価を獲得することは

容易でなく，まず地元で評価を獲得し，こ

れをもとに市場へアピールしていくように

変わってきている。これが地産地消，自給

率向上や自給運動と結びつき，地域内での

“顔と顔の見える関係”を創出し，地域の

活性化をもたらしてきている。さらにこれ

がストーリー性を持つようになって，市場

なりスーパーで流通・販売していく大きな

武器となり，また量販店等の戦略ともつな

がりつつあるのである。そしてより広がり

をもった“顔と顔の見える関係”が，地域

に人を呼び，都市と農村との交流が広がっ

てきている。

もちろん，地産地消がいくら広がったと
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地域社会農業と地域農業との関係・相異�

暮らし・コミュニケーション�

資料　筆者作成�

環境、文化、�
福祉介護、�
地域循環、�
その他�

農　業�
農　業�

地域農業�
地域社会農業�

生産、担い�
手、流通等�

農業と暮らし・コミュニケーションとの関係が深化・
拡大することによって、農業と暮らし・コミュニケー
ション双方が相互に作用・影響し合い，質的に変化し
てくる。地域社会農業の概念等については拙稿「地域
農業、そして地域社会農業へ」（本誌０３年４月号）を参照
のこと。�

（注）�



はいえ，ＪＡ兵庫六甲のような環境のとこ

ろを除けば１０％，２０％がせいぜいで，市場

流通へも依存せざるを得ず，流通の複線化，

多様な販売を行っていかざるを得ないので

あるが，同じ地場流通ではあっても，第２

図のように，その位置づけ，特にマーケテ

ィング戦略における位置づけは大きく変化

してきている。すなわち市場流通のために

も地場流通による評価獲得が必要な時代と

なってきているのである。

地産地消をすすめていくためには，在来

種を含めた多品目栽培が必要になるととも

に，直売施設の設置が不可欠となる。

（注11）「青果物をめぐる量販店の動向とＪＡの役
割」『月刊ＪＡ』03年4月号

（注12） 宮崎県では県全体で地産地消運動を展開
しており，都城市はこの中に「ウエルネス都城
産品推奨運動」を位置づけている。なお，県で
は牛肉を「宮崎牛」ブランドとしている。

（３）営農指導強化と多様な担い手による

生産体制構築

安全・安心で少量多品種栽培を可能にし

ていくためには，地域営農計画によって，

担い手と農地とをマッチングさせていくこ

とが必要となってくる。事例にも見るよう

に，専業農家，法人経営体に兼業農家や高

齢者等も含めての営農体制の整備が必要と

なる。

そして高品質で，環境保全型による生産

が可能となるよう専業農家の技術力・指導

力の活用をも含めた営農指導体制の強化が

必要であり，直売所や市場で自ら生産した

農産物がどのような評価を得ているのか，

把握可能なシステムの導入が求められる。

（４）契約生産・出荷を強調した系統共販

消費者の安全性志向や高品質な農産物へ

のニーズに対応していくことは，農業生産

の前提と化している。しかも安全面での不

備や偽装表示等の発生は，情報革命にとも

なって，発生した個人をはるかに超えて全

国の生産者へ影響を及ぼす時代となってい

る。

これまでの市場販売は無条件委託販売が

制度的に保障されており，これをベースに

系統共販が構築されてきた。これによって

農家は生産した農産物を農協に出荷すれ

ば，卸売市場まで運ばれて販売され，共同

計算によって精算された金額が，農協の貯

金口座に入金される仕組みとなっていた。

これによって農家は生産に集中することが
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でき，農協も生産者から市場につなぐこと

によって手数料収入を得ることができ，手

数料が販売事業の主な収益をなしてき
（注
た。
13）

しかしながら生産者による品質等のある程

度のバラツキは避けられず，高品質のもの

を生産・出荷しても，共同計算によりそれ

が評価・反映されにくい仕組みにもなって

おり，先進的な農家ほど不満を抱き，系統

外に出荷するきらいがあった。

販売環境は一変し，安全，高品質なもの

でなければ売れにくい時代となりつつあ

る。安全性確保，高品質確保は農協にとっ

て，今や至上命題であり，個別の農家が，

農協の指導をうけ，基準に沿った安全で高

品質のものを，出荷してきたかどうか厳密

にチェックし，基準に合致しないものは受

け付けるわけにはいかなくなってきてい

る。基準をクリアできない農家に対しては

重点的に営農指導を行い，これを早急にレ

ベルアップさせていくことになる。その意

味では，これまでの無条件委託販売から，

一定の基準をクリアしたもののみを受け付

ける契約生産・出荷への転換が求められて

いる。すなわち生産者は売れるものを作り，

農協は売れるもののみを取り扱う，言うな

れば真の意味での販売事業へと脱皮してい

く必要があるのである。

（注13） 農林水産省は，規制緩和による卸売市場
改革をねらいとして，「食品流通の効率化等に関
する研究会」を設け，03年4月にその最終報告書
をとりまとめた。
その主な内容は，委託手数料の自由化，卸が

スーパーなどに直接売る第三者販売，仲卸が卸
を通さず直接産地から買い付ける直接荷引など
の規制緩和促進，卸・仲卸の経営改善のため，
合併・統合の促進，仲卸への財務指標の導入，

等となっている。
手数料の自由化については準備期間を設け，

目標年次を明確にしたうえで推進することを求
めているが，今後，卸売市場法の改正等によっ
て，果たして卸売市場の活性化や流通コストの
削減が可能になるのかどうか，動向次第では市
場流通，ひいては物流全体が大きな影響を受け
かねないのである。

（５）システム化の戦略的構築と活用

ＪＡ甘楽富岡にみるように，営農情報が

しっかりと把握されていれば，計画出荷に

よる有利販売も可能となり，また農業資材

等購買事業も効率的に運営することができ

る。営農情報は有機認証なり，全農安心シ

ステム等の認証のための資料としての活用

も可能である。

さらには多元的な販売にかかる情報を蓄

積・整理することによって，これらを生産

にフィードバックさせるなど，システム化

を戦略的に仕組み，活用していくことが重

要である。

（６）消費者との連携と広報の強化

消費者重視がますます求められている

が，現実には消費者も多様で，安全性等よ

りも価格優先，農業にはほとんど関心を示

さない消費者も多い。

こうした消費者に農業を理解してもら

い，農業・農村好きになってもらうのも農

協の大きな役割である。

このための朝市，青空市等消費者への直

売機会の設置，料理教室，グリーンツーリ

ズム，農業体験等の消費者と交流する機会

を企画していくことが重要である。あわせ

てもっともっと食料・農業・農村について
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の消費者の理解を得るために，さまざまの

媒体，機会・場を利用しての情報発信が必

要である。

最近の多様な情勢と第２３回ＪＡ全国大会

組織協議案を踏まえて，販売事業を中心と

した系統経済事業の果たすべき役割・機能

について整理してきた。ここで総括的にい

くつかのことを述べておきたい。

第一に，安全・安心についての消費者の

信頼を取り戻すことが急務であり，まずは

農協系統グループあげてのコンプライアン

スの確立が求められる。そしてトレイサビ

リティの確立も重要であるが，安全で環境

にやさしい農業に取り組み，併行してその

生産工程管理を記帳していくことが信頼回

復のための前提条件であり，これに対応し

た営農指導体制の強化が急がれる。環境保

全型農業の推進と記帳運動の展開が農協の

最優先事項とならなければならない。

第二に，輸入農産物との競合が激しくな

るなか，マーケティングも価格重視から品

質重視へと転換しつつあり，単なる商品と

しての農産物販売だけでは消費者へのアピ

ールが難しくなり，“地域”を丸ごと売り

込んでいく時代，ストーリーを売り込んで

いく時代に変化してきている。今後ますま

すその傾向が強まっていくものと思われる

が，これに対応していくためには地域資源

を生かし，景観，食文化等を大事にすると

ともに，消費者とのコミュニケーション強

化が必要であって，地域特性を前面に押し

出した，地産地消による地域社会農業の展

開が求められる。こうした視点から販売事

業，営農指導の方向性を見直していくこと

が必要である。

第三に，地域社会農業では，出荷される

農産物が差別化されるだけでなく，個々の

生産農家も多様な取組みをすすめ，自主性，

自立性に富んだ個性的な生産農家によって

地域社会農業が担われるようになろう。そ

して生産農家は，一定の所得確保を前提に

しながら，所得プラス，面白く楽しいから

やる農業，都市との交流で賑わい，活気あ

る農村づくりを志向するようになってきて

いる。まさに，行政，商工会等とも一体と

なって，地域のコーディネーターとしての

農協の役割発揮が期待されるようになって

おり，ＪＡ兵庫六甲で検討されている地域

通貨に象徴されるように，農協のＮＰＯ的

行動が求められてもいるのである。

第四に，地域社会農業重視の経済事業見

直しは，系統共販の無条件委託販売から，

責任ある生産，責任ある販売を核とする仕

組みに変わらざるを得ないのであり，また

平等から公正を重視した事業運営への転換

が必要とされてこよう。

第五に，特色ある地域の農産物を軸にし

た農協間ネットワークの形成が求められて

きている。地産地消にこだわっても，品揃

えには限界があり，それぞれの特徴ある農

産物を相互に補完しあっていくことが，直

売所等の魅力を高め，差別化にもつながっ

てくるのである。
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なお，消費者，さらには一般の，系統農

協を見る目は厳しいが，経済事業，営農指

導事業に対してことさら厳しいように感じ

られる。これは裏返して言えば日本農業に

農協が与える影響力にはきわめて強いもの

があり，それだけに本来的な農協ならでは

の事業として経済事業，営農指導事業強化

についての期待が大きいということでもあ

ろう。農協がこうした危機を乗り越えてい

くことが，日本農業の再生のための必要条

件でもあるのである。

＜参考文献＞
・拙稿（2003）「地域農業，そして地域社会農業へ」
本誌4月号

・拙稿（2001）「輸入野菜急増を招く構造変化と系統
共販の対応方向」本誌6月号

・拙稿（2000）「水田稲作とエコ農業からの日本農業
再生」本誌11月号

・拙稿（2002）「農業技術力低下から教育を考える」
本誌6月号

（常務取締役　蔦谷栄一・つたやえいいち）
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話
談

室

以前，大学の入学案内資料作成のために，当時役職上使用していた教務主任室で，

専門家に写真撮影をお願いしたことがあった。そのプロの写真家は，私が自然体で写

真の撮影に応じるように，話術たくみに，「いろいろなところへ調査・研究に出かけ

ているようですが，なにか楽しみなことはありますか。」と話しかけてきた。私は，

「１年の内，合計で２，３ヶ月，海外へ調査や研究のために出かけることもあり，これ

らの出張は楽しみというより，時差などに悩まされ，少々苦痛に感じることの方が多

いと思います。しかし，大げさなものではありませんが，いろいろなところへでかけ，

現地のスープを飲み比べることが，ささやかな楽しみになっています。」と，返答し

た。これに対し，シャッターを押しながら写真家は，「いままで味わったスープのう

ちで，どこのなにが一番おいしかったですか。」と尋ねてきた。私は，「楽しんで味わ

えるのは，ハンガリーのグラージスープですかね。パンもおいしいですし，いっしょ

に最後まで楽しめます。」とかなり考えて答えた。その間にもカシャカシャとカメラ

のシャッターは連続して切られ，またたく間に撮影は終了した。会話は写真撮影のた

めに行なわれたので，そこで終了した。なにか楽しそうにしゃべっている写真は，入

学希望者のための大学案内に収まったが，まさかスープの話をしているところを撮っ

た写真だったとは，その写真を見た方は思わなかっただろう。

暑い中，調査のため歩き回ったあとのスープは本当においしい。日本のグラスまで

冷たくして出てくる冷えた生ビールは，調査対象の体制移行国や途上国ではあまり期

待できない。生ぬるいビールを飲むよりは，しっかりと煮込んだ暑いスープを楽しむ

方が疲れを癒すことができるような気がする。ハンガリーのスープは，パプリカのパ

ウダーが味付けに使われ，辛くないパプリカをはじめとして各種の野菜と肉などが入

っているもので，しかもスープが入っている容器は15分くらいは冷めないようになっ

ている。その上，どうしても熱いものがのどを通らないときには，チェリーやりんご

などが入った冷たいフルーツスープがあるのもありがたい。また，次の約束までに時

間があまりないときには，食事を簡単に切り上げるのに，スープは重宝である。

22 - 460

調査とスープ



農林金融2003・7

味については，同じ国・地域でも，家庭でつくられるスープの方が，健康に配慮し

てか塩分が低く，味がうすい。また量も，たいがいの家庭では，お腹のすき具合に合

わせて，加減してくれることが多い。沢山の量を客人が食べるのを見て満足する人だ

けでなく，食事中も楽しく過ごしてもらうように，こちらの希望にそって盛りつけを

してくれる家庭が増えてきている。大変にありがたいことである。これもグローバル

化の流れであろうか。

ただし，まだ現地の料理に胃腸があわずにどうしても食事の時間が少々つらくなる

こともある。中央アジアのウズベキスタンの田舎へ聞き取り調査に行ったときのこと

である。付近には食堂もなく，農家にお願いして食事を用意していただくことになっ

た。まだまだ中央政府のお役人の影響力は強く，そのルートからのアレンジで訪問し

た我々に対して，昼食時に羊をまるまる一匹調理して出してくれた。まず，肉をたっ

ぷり入れ，ジャガイモ，にんじん，玉ねぎといっしょに２時間ほど煮込んだ塩味のス

ープがどんぶりで出てきた。脂でスープの表面がテカテカ光っている。以外とあっさ

りとした味で，パンを食べながら，そのスープを終了した。その後，羊の丸焼きが出

てきた。魚の尾頭付きではないが，頭の部分も大きなお盆の上に乗っている。しかも，

頭蓋骨の中に，ギョロッとした眼が２つ収納されている。すると，この農家のご主人

が手でその眼球をほじくりだして，私の皿の上に置いた。「この部分が，羊の体の中

で一番おいしいのです。客人にぜひご賞味いただきたい。」と言う。「さきほどの大変

においしいスープで，お腹がいっぱいになってしまいました。目で楽しませていただ

きます。ただし，せっかくですので，ここにいるタシュケントからきた客人に一番の

幸せを味わってもらいましょう。」と返答すると，タシュケントの研究所の若手研究

員は目を白黒させながら，眼球を手でつまみ，飲み込むようにたいらげた。都市で生

まれ育ったこの人に大変に気の毒なことをしたが，ご主人は我々の対応に大変に喜び，

「おかげさまで調理したかいがありました。」と述べ，以後いろいろと調査に関係する

ことがらについて説明をしてくれた。スープに関しては，熱がよく通っていることも

あり，お腹をこわすことなく，どこへいっても心から楽しむことができる。調査遂行

上，必要不可欠なものとなっている。

（早稲田大学社会科学部教授　弦間正彦・げんままさひこ）
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〔要　　　旨〕

１　1970年代後半から拡大してきた統計上の農家戸数と農協の正組合員戸数の乖離は，
2000年には145万戸にまで広がった。両者の乖離の背景としては，農家の定義と農協の正
組合員資格要件の違いが挙げられ，また両者の乖離が拡大してきた背景としては，①農家
の定義及び合併等による農協の正組合員資格の変化や，②高齢化・後継者難等による農家
の経営規模の縮小が挙げられる。

２　農家の定義よりも小規模ではあるが農地を保有する土地持ち非農家戸数の推移をみる
と，農家戸数と正組合員戸数の格差が拡大してきた80年代後半以降大きく増加しており，
正組合員世帯のうち農家定義にあてはまらない小規模な農地所有世帯が増加してきたこと
が示唆される。

３　土地持ち非農家や自給的農家など，正組合員世帯に占める小規模な農地所有世帯の増加
は，その意識やニーズがそれ以外の農地所有世帯とは異なるため，農協組織・農協事業に
も大きな影響が生じてくる可能性がある。農中総研が実施した地域住民アンケートによれ
ば，自給的農家，土地持ち非農家は，農産物販売に関する農協へのニーズは低いものの，
金融共済事業や高齢者福祉等の生活関連事業，さらに農地の維持・管理の役割等について
は農協へのニーズが高く，正組合員のなかでのニーズの分化がうかがえた。

４　また自給的農家や土地持ち非農家などの小規模な農地所有世帯は，その農地利用の特性
から，それら世帯の農地の保有規模以上に，地域の農業生産基盤への影響が大きくなる可
能性もある。農家及び土地持ち非農家戸数の将来予測によれば，小規模な農地所有世帯の
戸数ベースでのウェイトは今後も上昇し，その一方大規模な経営体への農地集積には限界
があるため，農地の減少と耕作放棄地の拡大がさらに進むという結果になった。

５　農協系統としては，小規模な農地所有世帯から放出される農地を農地として維持する役
割，すなわち担い手農家，農業事業体，集落営農組織等へ集積するための調整・斡旋やそ
のための受け皿組織の育成等の役割を果たしていく必要性が高まっていこう。また小規模
な農地所有世帯の集落営農等での役割を考慮すると，放出される農地への対応とともに，
多様化する農協へのニーズにも農協系統としてできるだけ対応していく必要があろう。

農家構造の変化と

農協の組織基盤への影響
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近年，農家戸数と農協の正組合員戸数の

乖離が取り上げられることが多くなってい

る。
（注１）

これは，農林水産省の『世界農林業

センサス』『農業センサス』等で把握され

る統計上の農家戸数と，総合農協における

正組合員戸数の開きを指す場合が多い。
（注２）

農家戸数と正組合員戸数の乖離は，農協

の組織基盤の変化のみならず，日本の農業

生産構造の大きな変化を示しているとみら

れ，地域農業の維持という面で，大きな影

響をもたらす可能性もある。

そこで，本稿では，この統計上の農家戸

数と農協の正組合員戸数の乖離について，

その要因を検証するとともに，その背景に

ある農家構造の変化が，①農協の組織・事

業に与える影響と，②日本の農業生産構造

に与える影響について，考えてみたい。

（注１）2002年12月総合規制改革会議答申「平成12
年現在の正組合員戸数は農業センサスにおける
農家戸数を145万戸も上回っており，真に組合員
資格を有する者のみが組合員となっているかど
うか疑問がある。」。2003年４月18日朝日新聞
「正組合員（原則として農業者に限定）は統計上
の農家戸数を140万戸も上回っている。」等

（注２）この農家戸数と農協の正組合員戸数の乖離
については，本誌2002年２月号の拙稿「農家以
外の農地所有世帯にみる日本農業の構造変化」
でも，一部取り上げているが，今回は，アンケ
ート調査等により，より詳細な分析を行ったも
のである。
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（１） 長期的にみた農家戸数と

正組合員戸数の推移

まず，農家戸数と農協の正組合員戸数の

長期的な推移をみると，1970年時点で両者

は，正組合員戸数530.4万戸，農家戸数

540.2万戸とほぼ拮抗していた。しかし75

年に正組合員戸数が農家戸数を30万戸上回

って以降両者は乖離したままで，その差も

80年には42.7万戸，90年には102.4万戸，00

年には145.4万戸まで拡大している（第１

図）。なお第１図では，85年以前の農家戸

数を農家戸数旧定義としているが，これは

後述の通り，85年以前の農家の経営耕地面

積の下限が東日本で10ａ以上，西日本で５ａ

以上（現在は全国一律10ａ以上）と，東日本

と西日本で異なっていたためである。

（２） 地域別にみた農家戸数に対する

正組合員戸数の比率変化

次に，第２図は，農家戸数に対する正組

合員戸数の比率（正組合員戸数／農家戸数）

を，地域別にみたものである。全国の同比

率は，80年が109.2，90年が126.7，00年は

146.6と上昇している。

また地域別にみて，00年時点での正組合

員戸数／農家戸数が最も大きい地域は南関

東の174.9，次いで，東海164.2，山陽159.5，

四国157.0が続き，逆に最も小さい地域は，

北海道103.4，次いで東北の123.6となって

いる。

（３） 正組合員戸数と農家戸数の乖離

及び乖離の拡大の背景について

ａ　正組合員戸数と農家戸数の乖離の背景

ここで正組合員戸数と農家戸数の乖離に

ついて考えると，まず両者の定義の違いが

考えられる。

農協の従来の個人正組合員の資格要件

（出資総合単協）を，農林水産省が定めた模

範定款例（02年２月以降全中により制定され
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定義よりも農協の正組合員資格の方が下限

が小さく，対象が拡大するケースがかなり

あることがよみとれる。また正組合員資格

には，耕作面積だけでなく，農業従事日数

も要件としてあり，面積ではなく従事日数

により正組合員の資格要件を満たすケース

も多いであろう。

このように，農協の正組合員の資格要件

と統計上の農家定義を比較すると，全国一

律の農家定義とは異なり，農協の正組合員

資格は，地域や農業条件により，より柔軟

に設定されており，このことが，両者の乖

離の背景として挙げられる。

（注３）全中が制定した模範定款例での出資総合単
協の正組合員資格（個人）（2002年２月20日制定）
は「（1）農業を営む個人であって，その住所又
はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地
区内にあるもの（2）１年のうち90日以上農業に
従事する個人であって，その住所又はその従事
する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区
内にあるもの」とされ，（備考）として「１　本
条第２項第１号及び第２号の記載については，
一般的に個人農業者の概念に含まれるものを組
合員とするよう地域の実情等に照らし，具体的
に規定すること。なお，本条第２項第１号の正
組合員資格に耕作面積要件を付するときは，「○
アール以上の土地を耕作する農業を営む個人で
あって，その住所又はその経営に係る土地若し
くは施設がこの組合の地区内にあるもの」と規
定すること。」とされた。

ｂ　正組合員戸数と農家戸数の乖離の

拡大の背景

（ａ）正組合員の資格要件及び農家定義の変化

次に，正組合員戸数と農家戸数の乖離が

拡大してきた背景について考えると，まず

正組合員の資格要件と農家定義の変化が挙

げられる。正組合員の資格要件をみると，

第１表にみられるように，耕作面積で10ａ
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るようになりまた内容に一部変更あり）
（注３）

から

みると，「１ 10アール以上の土地を耕作す

る農民で，その耕作する土地又は住所がこ

の組合の地区内にあるもの　2 １年のうち

90日以上農業に従事する農民で，その住所

がこの組合の地区内にあるもの」とされ，

耕作面積もしくは農業従事日数が資格要件

を満たす農民に正組合員資格がある。つま

り，この正組合員資格を満たす農民がいる

世帯が正組合員世帯ということになる。

一方，農家の定義をみると，農林水産省

『2000年世界農林業センサス』では，「平成

12年２月１時点（沖縄県は，平成11年12月１

日）現在の経営耕地面積が10ａ以上の農業

を営む世帯及び経営耕地面積がこの規定に

達しないか全くないものでも，調査期日前

１年間における農産物販売金額が15万円以

上あった世帯（これを「例外規定農家」とい

う。）」と世帯単位の定義となっている。

正組合員の資格要件と農家の定義は近い

ようにみられるが，正組合員の資格要件で

ある耕作面積，農業従事日数については，

模範定款例によれば「地区内の実情に照ら

して一般的に農民の概念に入るものを組合

員とするよう規定すること」とされ，農協

によってその要件は異なっている。例えば，

耕作面積についてみると，農協の正組合員

資格では，耕作面積で10ａ以上とする農協

が 77.4％，５～10ａが17.4％，５ａ未満が

5.1％と，バラツキがある（農林水産省平成

12事業年度『総合農協統計表』）。一方農家の

定義は，全国で一律に10ａ以上と決められ

ているため，耕作面積については，農家の
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未満とする農協の割合は，75年19.4％から

00年には22.5％，農作業従事日数90日未満

とする農協の割合も，75年の8.2％から00

年には13.9％に上昇している。これは，地

域の農業条件の変化や合併等により資格要

件を変更し正組合員の範囲を拡大した農協

の割合が上昇してきたためとみられる。

一方，統計上の農家の定義は，80年，90

年に販売金額の下限が，90年に西日本にお

ける経営耕地面積の下限が，それぞれ引き

上げられるなど，より範囲を限定する方向

に変化している。

とくに90年に西日本における経営耕地の

下限が５ａから10ａに引き上げられたこと

は，該当都府県で小規模な農家を正組合員

とする農協の割合が高かったため，農協の

正組合員戸数と農家戸数の乖離への影響は

大きかったとみられる（第２表）。

以上のように，正組合員の資格要件につ

いてはより対象範囲を拡大した農協の割合

が上昇する方向へ，一方統計上の農家の定

義は範囲を限定する方向へ進んだため，両

者の乖離が大きくなったことが推測される。

（ｂ）農家の経営規模の縮小

次に正組合員戸数と農家戸数の乖離が拡

大してきた背景として考えられるのが，経

営規模の縮小等により農家定義にあてはま

らなくなったが正組合員資格を保有してい

る世帯の増加である。

例えば，農林水産省『世界農林業センサ

ス』『農業センサス』では農家定義にあて

はまらなくなった世帯のうち「耕地及び耕

作放棄地を合わせて５ａ以上所有している

世帯」として，いわゆる土地持ち非農家を

農林金融2003・7
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把握しているが，正組合員戸数と農家戸数

の乖離幅と土地持ち非農家の増減幅の関係

をみると，90年から00年にかけて，正組合

員戸数と農家戸数の乖離幅が拡大した都府

県で，土地持ち非農家戸数が増加している

（第３図）。

土地持ち非農家には，経営規模を縮小し

農家定義にあてはまらなくなったものの農

業は依然継続している世帯が多いとみられ

るため，農家でなくなったものの正組合員

資格を保有している世帯の多くは，この土

地持ち非農家とみられる。

なお経営規模の縮小の過程においては，

基本的には販売農家（経営耕地面積30ａ以

上又は農産物販売金額50万円以上の農家）か

ら自給的農家（経営耕地面積30ａ未満かつ農

産物販売金額50万円未満の農家）を経て，土地

持ち非農家に向かうとみられ，第４図にみ

られるように自給的農家の離農（95年の自

給的農家のうち00年時点で農家でなくなった

世帯）が多い都府県で，土地持ち非農家の増

加戸数も多いという関係がみられている。

上述のように正組合員戸数と農家戸数の

乖離の拡大の背景には，農家定義にあては

まらない土地持ち非農家の増加の影響が大

きいとみられる。そこで次章では，土地持

ち非農家を考慮した上で，農家戸数と正組

合員戸数の推移をみていくこととしたい。

（１） 全国推移

75年から00年までの農家戸数に土地持ち

非農家戸数を加え，正組合員戸数と比較し

たものが第５図である。なお，ここでは，

85年まで農家に区分されていた西日本の経

営耕地５～10ａの農家は土地持ち非農家に

区分した。

第５図より，農家戸数の減少に連れ，土

地持ち非農家戸数が増加しており，とくに

80年代後半に入って，土地持ち非農家戸数
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の水準が非常に高くなったことが読み取れ

る。また農家戸数と正組合員戸数の乖離に

ついては，農家戸数に土地持ち非農家を加

えて両者を比較した場合ほぼ埋められ，90

年代の乖離の拡大のかなりの部分は，土地

持ち非農家の増加で説明できる（90年から

00年にかけて統計上の農家戸数と正組合員戸

数の乖離は約43万戸拡大したが，その間土地

持ち非農家戸数は約32万戸増加した）。

農協の正組合員の資格要件が個々の農協

によって違い，また農家及び土地持ち非農

家の定義とも異なるため，両者の乖離の厳

密な検証は困難であるが，少なくとも正組

合員世帯のなかで，経営規模は縮小するも

のの農業を営み，正組合員資格を保有する

土地持ち非農家のウェイトが，非常に大き

くなってきたことは確かであろう。

（２） 地域別推移

次に全国の正組合員戸数／「農家戸数＋

土地持ち非農家戸数」の比率をみると，そ

の比率は108.4と，正組合員戸数／農家戸

数の146 .6から40ポイント近く縮小する。

また地域別に正組合員戸数／「農家戸数＋

土地持ち非農家戸数」の比率をみても，東

北，北関東，南九州・沖縄では，正組合員

戸数／「農家戸数＋土地持ち非農家戸数」

は，ほぼ100％となり，正組合員戸数との

乖離が極めて小さくなる（第６図）。その

一方，南関東については128.3％と依然や

や乖離幅が大きいが，これは，土地持ち非

農家にも区分されない規模の世帯（５ａ未満

の耕地もしくは耕作放棄地を所有している世

帯）が，相当数存在することも考えられる。

以上のように，農家戸数と正組合員戸数

の乖離の拡大傾向については，その変化の

多くが土地持ち非農家の増加で説明可能と

考えられる。ただし，土地持ち非農家は，

経営規模の縮小により家計の農業依存度も

縮小しているとみられ，農協との関係は，

農業依存度の高い農家とは異なっていると

考えられる。またこのことは，土地持ち非

農家へ移行するケースが多いとみられる自
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給的農家についても同様であろう。

また土地持ち非農家及び自給的農家など

の｢小規模な農地所有世帯｣（以降，自給的

農家と土地持ち非農家を総称して｢小規模な農

地所有世帯｣とする）は，耕作放棄地率の高

さにみられるように，農地の利用形態の変

化を通じ，地域の農業生産基盤の維持に大

きな影響をもたらす可能性がある（第３表）。

そのため，農協としては，そうした小規模

な農地所有世帯を，営農指導面，経済事業面

等で，どのようにサポートしていくかが問

われることになろう。次章では，そういっ

た視点で，小規模な農地所有世帯が農協に

対して，どのような期待やニーズをもって

いるのかを農中総研が2002年に実施した地

域住民アンケートより検証していきたい。

（１） 農家区分別にみた農協への

ニーズの特徴

2002年度に農中総研が実施した地域住民

農林金融2003・7

アンケートは，3,000名（１世帯１調査票）

に配布し，1, 496名から回答を得た（回収率

49.9％）。なお02年度の調査は，米作中心の

農村部に位置する２農協管内で行われた

が，これらの地域は全国的にみると，土地

持ち非農家のウェイトが比較的小さい地域

であった。

同アンケートでは，農協の組合員世帯と

農家区分の関係をあきらかにするための設

問を設けたが，その結果によれば，正組合

員世帯（「本人が正組合員もしくは同居家族

に正組合員がいる世帯」，以下同じ）1,060世

帯のうち，154世帯15.0％が自給的農家に，

71世帯6.7％が土地持ち非農家に該当した。

第７図は，正組合員世帯における世帯主

もしくはその配偶者の年齢を，販売農家，

自給的農家，土地持ち非農家別にみたもの

である。特徴的なのは，年齢構成に占める

70歳以上及び60歳代の比率については３つ

の区分のなかで自給的農家が最も高いのに

対し，50歳代の比率については，土地持ち

非農家が最も高いことである。

これは販売農家が高齢化や後継者不足に
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より農業経営を縮小して自給的農家に移行

し，さらに，①高齢化が進むか，又は②世代

交代（第７図でいうと50歳代へ）が生じるこ

とで，経営縮小による土地持ち非農家に移

行していることを示しているとみられる。

このように自給的農家，土地持ち非農家

の増加は，正組合員世帯のなかで，経営規

模を縮小する世帯が増加していることを示

すだけではなく，高齢化のさらなる進行や

世代交代が生じていることも示している。

そしてこの変化は，農協に対するニーズの

変化も伴うことになる。

第４表は，正組合員世帯を販売農家，自

給的農家，土地持ち非農家に分けた上で，

「農協に充実して欲しいサービス」に対す

る回答をみた結果である。同表に

みられるように，正組合員世帯の

なかでも，販売農家と，自給的農

家及び土地持ち非農家では，農協

に期待する事業が明らかに異なっ

ている。

例えば販売農家では「農業生産

資材の購入」の回答比率が47.1％を

占め最もニーズが高いサービスな

のに対し，自給的農家，土地持ち

非農家では，いずれも金融サービ

スが最も高い。また自給的農家，

土地持ち非農家の「高齢者福祉」

「Ａコープ・生活用品の共同購入」

の回答比率が販売農家を上回る一

方，販売農家では回答比率が30％

を超える「営農相談」「農産物販売」

について，自給的農家，土地持ち

非農家では10％前後にとどまる。

このように自給的農家，土地持ち非農家

は，販売農家に比べ，農産物販売関連事業

のニーズは低い一方，金融・共済や生活購

買，高齢者福祉に対するニーズが高い。こ

れは，農業形態及び世帯の年齢構成の違い

により，農協の正組合員世帯のなかでも，

農協に対するニーズの多様化が進んでいる

ことを意味しよう。

（２） 農協へのニーズの数量化３類

による分析

販売農家，自給的農家，土地持ち非農家

の特徴をより明確に把握し，また准組合員

世帯と比較するために，第5表の選択肢の
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32 - 470

（単位　％）�

正組合員�
世帯�

回答者数（人）�

�

金融サービス�

共済事業�

相続・税務・資産管理等の相談業務�

Ａコープ・生活用品の共同購入�

ガソリン・スタンド�

営農相談�

農産物販売�

共同利用施設�

農業生産資材の購入�

高齢者福祉�

旅行センター�

趣味・教養講座�

不動産サービス�

その他�

特にない�

１００．０�

４２．７�

２９．２�

１５．４�

６．１�

１０．７�

２６．３�

２６．４�

７．８�

４１．９�

１２．９�

３．２�

５．５�

３．８�

０．９�

９．３�

１，０１３� ７１８� １４８� ６８�

１００．０�

４１．１�

２４．８�

１７．３�

４．６�

１０．３�

３２．６�

３３．３�

９．１�

４７．１�

１１．１�

２．５�

４．７�

４．０�

０．７�

６．４�

１００．０�

４２．６�

４１．２�

１２．２�

８．１�

１１．５�

１４．９�

８．１�

６．１�

３７．２�

１７．６�

４．１�

８．１�

２．７�

０．７�

１５．５�

１００．０�

５４．４�

４２．６�

１３．２�

１３．２�

１０．３�

７．４�

１３．２�

２．９�

２２．１�

１９．１�

１．５�

５．９�

４．４�

２．９�

１４．７�

うち�
販売農家に�
該当する�
世帯�

　�
自給的農家�

　�
土地持ち�
非農家�

資料　第７図に同じ�

第4表　農協で充実して欲しいサービス（複数回答）�

順位� 順位� 順位� 順位�

①�

②�

③�

④�

⑤�

①�

②�

③�

④�

⑤�

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑤�

①�

②�

③�

④�

⑤�



うち９項目について，数量化３類を適用し

分析を行った。
（注4）

第４表の選択肢のうち９項目について，

数量化３類を適用し，固有値・カテゴリー

スコアを求めた結果が第５表である（第３

軸までの累積寄与率は48.89％）。そして第５

表より，第１軸を縦軸に，第２軸を横軸に

とり，カテゴリースコアをプロットしたも

のが第８図である。同図では，相互に類似

性のある選択肢は互いに近いところに，類

似性のないものは遠いところに位

置することになる。

第８図をみると，縦軸である第

１軸は共同利用施設や営農相談，

農産物販売等営農事業に関する項

目がプラス方向に分布し，一方金

融・共済・生活購買・高齢者福祉

等の非営農事業に関する項目がマ

イナス方向に分布しているため，

営農・非営農事業分離軸とした。

次に，横軸である第２軸は，金融

生活事業のうち，高齢者福祉やＡコープ・

生活用品の共同購入はプラス方向に分布す

る一方，共済・金融はマイナス方向に分布

しているため，金融・生活事業分離軸とし

た。

そして，組合員資格，農家区分属性別に，

サンプルスコアの平均値をプロットしたも

のが第９図である。同図にみられるように，

販売農家においては，営農・非営農事業分

離軸がプラス（営農事業重視）に，金融・

生活事業分離軸がマイナス（金融事業重視）
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金融サービス�
共済事業�
相続・税務・資産管理等の相談業務�
Ａコープ・生活用品の共同購入�
営農相談�
農産物販売�
共同利用施設�
農業生産資材の購入�
高齢者福祉�

資料　第７図に同じ�
（注）　回答数 １，２３２。�

第5表　数量化３類による固有値，寄与率，累積寄与率�
及びカテゴリースコア�

第１軸� 第２軸� 第３軸�

固有値�

寄与率�

累積寄与率�

カ
テ
ゴ
リ
ー
ス
コ
ア�

０．５４５２０�

０．１８２００�

０．１８２００�

-０．８２５８０�
-１．０７９８０�
-０．３５７５０�
-０．５４３５０�
１．３１７７０�
１．３８６００�
１．６９７７０�
０．５３９９０�
-０．９８８７０�

０．４８３３０�

０．１６１３０�

０．３４３２０�

-０．４７４５０�
-０．７８２００�
-０．０１８８０�
３．６７５５０�
-０．１２８７０�
０．２６９８０�
-０．０８４７０�
-０．３７２６０�
２．０３６４０�

０．４３６６０�

０．１４５７０�

０．４８８９０�

-０．３２８４０�
-０．５０１６０�
１．６９９７０�
-２．７７８７０�
０．３４３１０�
-０．３０４８０�
０．０４１９０�
-０．０８２４０�
２．４６９４０�

〈第２軸（金融・生活事業分離軸）〉�

第8図　数量化３類によるカテゴリースコアの�
　　　  プロット図�

資料　第７図に同じ�

２．０�

１．５�

１．０�

０．５�

０．０�

０．５�

１．０�

１．５�

△�

△�

△�
△１．３�

〈
第
１
軸（
営
農
・
非
営
農
事
業
分
離
軸
）
〉�

△０．３�

←金融共済重視�

共同利用施設�

営農相談�

Aコープ・�
生活用品の�
共同購入�

金融サービス�

共済事業� 高齢者福祉�

生活福祉重視→�

↑
営
農
重
視�

非
営
農
重
視
↓�

０．７� １．７� ２．７� ３．７�

農産物販売�

農業生産資材�
の購入�相続・税務・資産管理等の相談業務�

�

〈第２軸（金融・生活事業分離軸）〉�

第9図　数量化3類によるサンプル平均の�
　　　　プロット図�

資料　第７図に同じ�
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第
１
軸（
営
農
・
非
営
農
事
業
分
離
軸
）
〉�

←金融共済重視�

０．４�
０．２�
０．０�
△０．２�
△０．４�
△０．６�
△０．８�

△０．１０�△０．１５� △０．０５�０．００�０．０５�０．１０�０．１５�０．２０�０．２５�

生活福祉重視→�

↑
営
農
重
視�

非
営
農
重
視
↓�

販売農家（正組合員世帯）�

自給的農家（正組合員世帯）�

組合員世帯�

准組合員�
世帯�

土地持ち�
非農家�

（正組合員世帯）�



になる一方，自給的農家及び土地持ち非農

家は，営農・非営農事業分離軸はマイナス

（非営農事業重視）に，金融・生活事業分離

軸では自給的農家はマイナス（金融事業重

視），土地持ち非農家はプラス（生活事業重

視）に位置する。このことは，正組合員世

帯でも，農業依存度が高い間は営農事業が

重視されるが，経営規模が縮小するに連れ，

非営農事業を重視する傾向が強くなり，さ

らに経営規模が縮小すると，生活事業を重

視する傾向が強くなることを示唆するもの

となっている。

また准組合員世帯との位置関係をみる

と，土地持ち非農家の位置は，販売農家よ

りも，むしろ准組合員世帯に近く，農業経

営規模の縮小に連れ正組合員世帯の農協へ

のニーズも，地域住民（准組合員）

と似通ってくることがうかがえ

る。
（注４）数量化３類は，複数回答データ
から回答者のタイプ分けをする際に
用いられる手法で，例えば個別の食
べ物が好きかきらいかということで
はなく，和食党か洋食党か，あるい
はあっさり派からこってり派かとい
ったくくりに集約する統計的手法で
ある。

同図にあるように，同手法では，
似た回答パターン同士が並ぶように，
選択肢，回答者を統計的に並び替え，
並び替えの度に，第８図でいえば，
選択肢④に大きなプラスの値が，選

択肢②にはマイナスの大きな値がつけられる。
また各回答者にも，各回答者が選んだ選択肢に
応じて値がつけられる。選択肢につけられる値
をカテゴリースコア，回答者につけられる値を
サンプルスコアという。そして，統計処理によ
って並べ替えられた選択肢のカテゴリースコア
を分析して，選択肢の並び替えの意味を読んで
いく。

（３） 自給的農家，土地持ち非農家が

期待する農協の営農関連事業

ところで，第４表で挙げられた農産物販

売，営農相談等の営農関連事業に関しては，

自給的農家，土地持ち非農家の農協へのニ

ーズは，販売農家を下回っていたが，それ

らの世帯においても，農協へのニーズが高

い営農関連事業が存在する。それは，農地

の維持・管理に関する事業についてである。

第６表は，「農協の販売・農業生産等事
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（単位　％）�

正組合員�
世帯�

回答者数（人）�

�

基盤整備の支援�

農作業の受委託のあっせん�

農地のあっせん�

共同利用施設の整備・運営�

農産物の有利販売の強化�

営農技術指導の充実�

農機具・生産資材の価格引下げ�

生活相談・経営相談�

中長期の地域農業計画の作成�

生産部会の充実�

消費者への農産物安全性のＰＲ活動�

消費者ニーズ等の情報伝達�

その他�

特にない�

１００．０�

７．１�

１４．５�

３．６�

６．９�

３３．０�

３０．９�

３６．１�

７．３�

３．８�

２．０�

８．２�

６．２�

１．４�

１３．１�

９８４� ７２１� １３６� ５８�

１００．０�

６．９�

１４．０�

３．２�

７．４�

３９．０�

３５．０�

３９．９�

７．８�

４．０�

２．５�

６．４�

４．４�

１．０�

７．９�

１００．０�

６．６�

１７．６�

５．１�

８．８�

１８．４�

１８．４�

３１．６�

８．１�

２．９�

-�

１２．５�

１１．８�

３．７�

１９．１�

１００．０�

１０．３�

１７．２�

１．７�

-�

１３．８�

２０．７�

１７．２�

６．９�

１．７�

３．４�

１５．５�

８．６�

-�

３６．２�

うち�
販売農家に�
該当する�
世帯�

　�
自給的農家�

　�
土地持ち�
非農家�

資料　第７図に同じ�

第6表　農協の販売・農業生産等事業の強化希望�

順位� 順位� 順位� 順位�

①�

②�

③�

④�

⑤�

①�

②�

②�

④�

⑤�

①�

②�

②�

④�

⑤�

①�

②�

③�

④�

⑤�

回答者による選択肢の選択例�

選択肢�

並
べ
替
え�

表Ａ�
① ② ③ ④ �
○ 　 ○ 　 �
○ 　 　 ○ �
○ 　 ○ ○ �
　 ○ ○ 　 �
　 　 ○ 　 �

回
答
者�

ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ�

選択肢�
表Ｂ�

④ ① ③ ② �
○ ○ 　 　 �
○ ○ ○ 　 �
　 ○ ○ 　 �
　 　 ○ 　 �
　 　 ○ ○ �

回
答
者�

ｂ
ｃ
ａ
ｅ
ｄ�



業の強化希望」を質問した結果である。

「農産物の有利販売の強化」「営農技術指導

の充実」といった選択肢については，自給

的農家，土地持ち非農家の回答比率は，販

売農家を大きく下回るが，その一方で「農

作業の受委託のあっせん」では，販売農家

の14.0％に対し，自給的農家17.6％，土地

持ち非農家17.2％といずれも上回ってい

る。経営規模の縮小に伴って，農産物販売

に直接関係する農協へのニーズは小さくな

るものの，農地の維持・管理に関する農協

へのニーズは逆に高まることが，この回答

からはうかがえる。

このように，正組合員世帯のなかでも，

自給的農家，土地持ち非農家など小規模な

農地所有世帯の農協へのニーズは，販売農

家とは大きく異なっている。

次章でみる

ようにそれら

世帯が今後も

増加していく

ことは確実で

あり，今回の

アンケートで

示されたよう

な高齢者福祉

や 農 地 の 維

持・管理，ま

た金融・共済

事業を含めた

農協に対する

多様なニーズ

をできるだけ

取り込んでいくことが，今後の農協にとっ

て，重要な課題となってこよう。

ところで小規模な農地所有世帯の増加

は，本章でみたような農協へのニーズの多

様化にとどまらず，上述の農地の利用形態

の変化を通じ，それら世帯の農地の保有規

模以上に，地域の農業生産基盤への影響が

大きくなる可能性がある。

次章では，その点を，農家戸数，経営耕

地面積の将来試算から検証してみたい。

（１） 農家及び土地持ち非農家戸数の

将来予測

2000年『世界農林業センサス』の『農業
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全国�

北海道�
都府県�

東北�
北関東�
南関東�
東山�
東海�
北陸�
近畿�
山陰�
山陽�
四国�
北九州�
南九州・沖縄�

３，１２０�

７０�
３，０５０�

５０７�
２７１�
２２３�
１７９�
３３３�
２３９�
３０８�
８７�
２２８�
１８９�
３０５�
１８１�

７８３�

７�
７７６�

８１�
５５�
５５�
６２�
１０８�
４４�
１００�
２２�
７４�
５４�
６７�
５４�

２，５６８�

５３�
２，５１５�

４２４�
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１７９�
１４８�
２８０�
１９１�
２５７�
７２�
１８３�
１５８�
２５３�
１４６�

７０８�

６�
７０２�

７４�
５２�
５０�
５６�
９９�
３９�
８８�
２１�
６４�
５０�
６２�
４６�

１，８１４�

３４�
１，７８０�

３０６�
１５６�
１２０�
１０３�
２０５�
１２８�
１８７�
４９�
１２２�
１１５�
１８２�
１０７�

５５２�

４�
５４８�

５８�
４１�
３８�
４４�
８０�
２９�
６８�
１７�
４８�
４０�
５０�
３６�

△ ４１．９�

△ ５１．３�
△ ４１．７�

△ ３９．７�
△ ４２．６�
△ ４６．２�
△ ４２．６�
△ ３８．４�
△ ４６．２�
△ ３９．１�
△ ４３．６�
△ ４６．５�
△ ３９．４�
△ ４０．３�
△ ４１．０�

△ ２９．５�

△ ４２．７�
△ ２９．４�

△ ２９．１�
△ ２５．５�
△ ３１．０�
△ ２９．５�
△ ２５．２�
△ ３５．０�
△ ３１．６�
△ ２４．６�
△ ３５．８�
△ ２５．７�
△ ２６．１�
△ ３２．８�

２５．１�

１０．４�
２５．４�

１６．１�
２０．２�
２４．７�
３４．６�
３２．２�
１８．４�
３２．４�
２５．３�
３２．４�
２８．７�
２２．１�
２９．７�

３０．４�

１２．２�
３０．８�

１８．９�
２６．２�
３１．７�
４２．５�
３９．２�
２２．３�
３６．４�
３３．８�
３８．９�
３５．２�
２７．４�
３３．９�

５．３�

１．８�
５．３�

２．８�
６．０�
７．０�
７．９�
７．０�
３．９�
４．０�
８．５�
６．４�
６．５�
５．３�
４．２�

第7表　地域別にみた農家戸数の将来予測�

２０００年�
うち�
自給的�
農家�

うち�
自給的�
農家�

うち�
自給的�
農家�

うち�
自給的�
農家�

（a）� （b）� （b/a）�

１０� ３０�

００�
（c）�

３０�
（d）�

増減�
（d－c）�

（単位　千戸，％，ポイント）�

増減率� 自給的農家割合�

資料　第３表に同じ�
（注）　９５年時点の階層別（都府県では例外規定，０．５ｈａ未満，０．５～１．０ｈａ，…１０．０～１５．０ｈａ，１５．０ｈａ以

上，自給的農家の１４区分）の各々の農家戸数が，２０００年時点で１４区分のどの階層に異動したかの
割合を計算し，その数字を２０００年の階層別農家戸数に乗じて２００５年の階層別農家戸数を計算，以
降同様に５年ごとに計算し，２０３０年までの階層別農家戸数を試算した。なお新設農家戸数は２０００
年度で固定した。�

�

４　農家構造の変化による

農業生産基盤への影響



構造動態統計報告書』を利用し，農家戸数

の推移を2030年まで予測したものが第７表

である。

この試算では，農家戸数は，00年の312

万戸から，30年には181万４千戸に減少す

るという結果となった。また自給的農家に

ついては，戸数そのものは減少するが，全

農家に占める割合は00年の25.1％から30年

には30.4％にまで高まることになる。

地域別にみると，農家の減少率はいずれ

の地域でも30％を超えており，最も大きい

地域は，北海道で，以下山陽，南関東，北

陸が続く。一方自給的農家戸数の減少率は，

農家の減少率をいずれの地域でも下回って

いる。そのため，すべての地域で自給的農

家が全農家に占める割合も上昇している

が，上昇幅が最も大きい地域は山陰で，以

下東山，南関東，東海が続いている。

次に，上述の

農家戸数の予測

値を利用して，

将来の土地持ち

非農家戸数を予

測したものが第

８表である。試

算では，土地持

ち非農家は，00

年の109万７千戸

から 3 0年には，

171万７千戸まで

増加するという

結果となった。

また土地持ち非

農家が農地所有世帯「農家戸数＋土地持ち

非農家戸数」に占める割合も，00年の

26.0％から30年には48.7％にまで高まるこ

とになる。

地域別にみると，北海道を除きすべての

地域で土地持ち非農家は増加することにな

るが，増加率が最も大きい地域は東北で，

以下東山，山陰が続いている。また土地持

ち非農家の農地所有世帯に占める割合が最

も高い地域は北陸で，以下南関東，東海が

続くという結果となった。

このように，試算の結果からは，自給的

農家の農家全体に占める割合が上昇すると

ともに，土地持ち非農家は実数そのものが

大幅に増加することから，それらの小規模

な農地所有世帯が農地所有世帯全体に占め

る割合は，00年の44 . 6％から30年には

64.3％へと大きく上昇するという結果とな
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土地持ち非農家戸数�

２０００年�
（a）�

１０� ３０�
（b）�

増減率�
（b/a）�

００�
（c）�

３０�
（d）�

増減�
（d－c）�

００�
（e）�

３０�
（f）�

増減�
（f－e）

土地持ち非農家／（農�
家＋土地持ち非農家）�

（土地持ち非農家＋自給的農家）／�
（農家＋土地持ち非農家）�

第8表　地域別土地持ち非農家戸数の将来予測�

（単位　千戸，％，ポイント）

資料　農林水産省『世界農林業センサス』『農業センサス』�
（注）　都道府県別の農家戸数と土地持ち非農家戸数合計値の９５年から２０００年の変化率を，２０００年

以降に適用して２００５年以降の合計値を予測し，その数字から上記の農家戸数予測値を引いた
ものを予測値とした。�

�

１，０９７�

１４�
１，０８４�

１２６�
８７�
８１�
５２�
１３５�
１００�
１００�
２７�
８４�
６６�
１４２�
８４�

１，４０２�

１１�
１，３９１�

１７６�
１１４�
１０９�
７２�
１７８�
１２９�
１３０�
３６�
１０９�
７９�
１６６�
９５�

１，７２０�

３�
１，７１７�

２３４�
１４６�
１４０�
９５�
２３１�
１５８�
１６１�
４８�
１３３�
９２�
１８７�
９２�

５６．７�

△７８．６�
５８．４�

８５．７�
６７．８�
７３．３�
８４．７�
７０．９�
５８．３�
６１．７�
７９．５�
５７．５�
３９．２�
３１．４�
８．８�

２６．０�

１６．６�
２６．２�

１９．９�
２４．３�
２６．６�
２２．４�
２８．９�
２９．４�
２４．５�
２３．５�
２６．９�
２５．８�
３１．８�
３１．８�

４８．７�

８．０�
４９．１�

４３．４�
４８．３�
５３．９�
４８．２�
５３．０�
５５．１�
４６．３�
４９．４�
５２．０�
４４．４�
５０．７�
４６．２�

�
�

２２．７�

△ ８．５�
２２．９�

２３．５�
２４．１�
２７．３�
２５．８�
２４．１�
２５．７�
２１．８�
２５．９�
２５．１�
１８．６�
１８．９�
１４．４�

４４．６�

２５．２�
４５．０�

３２．８�
３９．６�
４４．８�
４９．３�
５１．８�
４２．４�
４９．０�
４２．８�
５０．６�
４７．１�
４６．９�
５２．０�

６４．３�

１９．２�
６４．８�

５４．１�
６１．９�
６８．５�
７０．２�
７１．４�
６５．１�
６５．８�
６６．５�
７０．７�
６４．０�
６４．２�
６４．４�

１９．７�

△ ６．０�
１９．８�

２１．３�
２２．３�
２３．７�
２０．９�
１９．６�
２２．７�
１６．９�
２３．７�
２０．０�
１６．９�
１７．３�
１２．４�

全国�

北海道�
都府県�

東北�
北関東�
南関東�
東山�
東海�
北陸�
近畿�
山陰�
山陽�
四国�
北九州�
南九州・沖縄�
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った（第８表）。

では，こうした農家及び土地持ち非農家

戸数の変化は，生産基盤である農地の動向

には，どう影響するのだろうか。

（２） 農家及び土地持ち非農家の

経営耕地面積の将来予測

上述の農家戸数及び土地持ち非農家戸数

将来予測値と2000年時点の１戸当たり経営

耕地面積より，将来の農地所有世帯の経営

耕地面積を試算したものが，第９表であ

る。

試算によれば，経営耕地面積は，00年の

391万１千hａから30年には281万６千hａへ

と，約110万hａ，28.0％の減少となった。

また地域別にみると，山陰，山陽，四国，

東山といった地域で減少率が大きく，これ

らの地域では00年に比べ40％を超える減少

となった。

一方，都府県における５hａ以上層の将

来予測値をみると，５hａ以上の大規模層

の経営耕地は35万haから56万２千haへ増加

し，集積率も，00年の12.0％から30年には

27.9％へと大幅に上昇する。ただし地域別

には大きな格差がみられ，最も高い東北の

39.1％と最も低い四国5.6％では，30ポイン

トを超える差が生じた。

このように，農家及び土地持ち非農家戸

数の変化から経営耕地面積を予測すると，

５ha以上の大規模層への集積は進む一方

で，経営耕地面積そのものは大きく減少す

るという結果となった。また，大規模層へ

の集積には，地域により大きな偏りがみら

れ，中・四国，東山といった地域では，大

規模層への集積が他地域に比べあまり進ま

ず，経営耕地の減少率も大きくなるという

傾向がみられ

た。

そして，大規

模層へ集積され

ず減少する経営

耕地の多くは，

次にみるように

耕作放棄地とな

る可能性が高い

とみられる。
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経営耕地面積�
（ａ）�

経営耕地�
増減率�
（対２０００�
年比）�

２０００年�１０� ３０� ３０� ００� １０� ３０� ００� １０� ３０�

うち�
５ｈａ以上層経営耕地面�
積（北海道は５０ｈａ以上）�
　　　　 （b）�

　�
５ｈａ以上層経営耕地集積�
率（北海道は５０ｈａ以上）�
　　　　 （b/a）�

第9表　地域別経営耕地面積の将来予測�

（単位　千ｈａ，％）�

資料　第３表に同じ�
（注）　農家の規模別戸数及び土地持ち非農家戸数の将来予測値に，２０００年時点での１戸当たり経

営耕地面積を乗じて試算。�
�

３，９１１�

９９７�
２，９１４�

７４８�
３１６�
１９６�
１１３�
２２８�
２８６�
２００�
６５�
１５０�
１２７�
３０８�
１７７�

３，４８１�

９２９�
２，５５２�

６７７�
２７７�
１６３�
９４�
１９９�
２５３�
１７８�
５３�
１２３�
１０６�
２６９�
１５９�

２，８１６�

７９７�
２，０１８�

５６１�
２２１�
１１９�
６７�
１５８�
２０６�
１４４�
３７�
８７�
７６�
２１０�
１３３�

△２８．０�

△２０．０�
△３０．７�

△２５．１�
△３０．３�
△３９．１�
△４０．０�
△３０．７�
△２８．０�
△２８．０�
△４３．６�
△４２．１�
△４０．０�
△３１．８�
△２５．０�

-�

２７８�
３５０�

１５４�
４４�
１１�
７�
１７�
３９�
１１�
４�
８�
３�
２７�
２８�

-�

３５７�
４６０�

１９０�
５９�
１６�
８�
２３�
５４�
１６�
５�
１１�
４�
３７�
３９�

-�

４２５�
５６２�

２１９�
７３�
２１�
９�
３０�
７２�
２３�
５�
１３�
４�
４６�
４７�

-�

２７．９�
１２．０�

２０．５�
１３．８�
５．４�
６．１�
７．５�
１３．５�
５．５�
５．６�
５．３�
２．１�
８．８�
１５．８�

-�

３８．４�
１８．０�

２８．０�
２１．１�
９．６�
８．７�
１１．６�
２１．４�
９．１�
８．９�
８．６�
３．４�
１３．８�
２４．３�

-�

５３．３�
２７．９�

３９．１�
３３．３�
１８．０�
１２．７�
１９．０�
３４．９�
１６．２�
１３．７�
１４．７�
５．６�
２１．９�
３５．１�

全国�

北海道�
都府県�

東北�
北関東�
南関東�
東山�
東海�
北陸�
近畿�
山陰�
山陽�
四国�
北九州�
南九州・沖縄�



（３） 農家及び土地持ち非農家の

耕作放棄地面積の将来予測

今回の農家及び土地持ち非農家戸数の将

来試算を利用して，耕作放棄地面積を予測

した結果が第10表である。

農家及び土地持ち非農家戸数の予測値に

2000年の１戸当たり耕作放棄地面積を掛け

て，それら世帯が所有するとみられる耕作

放棄地面積を予測すると，00年時点の34万

２千haが30年には32万５千haへわずかに

減少する。しかし，これらのほかに，農家

及び土地持ち非農家が放出した農地のうち

耕作放棄地となる部分があるとみられ，そ

れら世帯の所有農地の減少面積から農地改

廃面積を控除し，耕作放棄が予想される面

積を試算した。

その結果，農家及び土地持ち非農家が所

有する分と放出分を合計した総耕作放棄地

面積は，30年に78万３千hａまで増加が予

想されるという結果となった。

このように，現状の傾向のまま農家の構

造変化が続いた場合，大規模層への経営耕

地の集積は進むものの，農地所有世帯から

放出される農地の受け手としては，それら

農家だけでは不十分で，耕作放棄地の大幅

な増加も予想されることになる。

（４） 農家以外の農業事業体を考慮した

経営耕地面積の将来予測

上述のように農家及び土地持ち非農家戸

数の将来予測からは，

経営耕地の減少，耕作

放棄地の大幅な拡大が

予想される結果となっ

た。しかしその一方で，

農業生産法人等の経営

体（センサスでいう「農

家以外の農業事業体」）

のウェイトは高まって

いることが予想され，

上記の影響をどの程度

吸収できるのかが論点

になるとみられる。

そこで，ラフな試算

ではあるが90年から00

年にかけての農家以外

の農業事業体における

経営耕地，借入耕地等
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３０�
２１�
３０�
１７�
１５�
８�
２６�
２１�
４１�
２０�

３４１�

１３�
３２８�

６２�
３５�
３１�
２１�
３１�
１６�
１６�
９�
２６�
２１�
４０�
１９�

３３４�

１０�
３２５�

６２�
３５�
３２�
２１�
３２�
１６�
１６�
９�
２６�
２０�
３９�
１７�

３２５�

７�
３１８�

６０�
３４�
３２�
２１�
３３�
１５�
１５�
９�
２５�
２０�
３７�
１６�

２０１�

７８�
１２３�

３３�
１７�
８�
４�
３�
９�
２�
５�
１０�
８�
１２�
１２�

４５８�

２２２�
２３６�

７８�
３１�
１５�
３�
１�
１５�
４�
１０�
１８�
１３�
２３�
２６�

５４２�

９１�
４５１�

９６�
５２�
４０�
２５�
３４�
２５�
１８�
１４�
３６�
２９�
５２�
３１�

７８３�
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６４�
４７�
２４�
３４�
３０�
１９�
１８�
４３�
３３�
６０�
４２�

耕作放�
棄地�

農家及び土地持ち非農家戸�
数が所有する耕作放棄地�

（ａ）� （ｂ）� （ａ＋ｂ）�

総耕作放棄�
地面積�

農家及び土地持ち非農家戸�
数が放出する農地のうち耕�
作放棄が予想される部分�

２０００年� １０� ２０� ３０� １０� ３０� １０� ３０�

第10表　地域別耕作放棄地面積の将来予測�

（単位　千ｈａ）�

資料　農林水産省『世界農林業センサス』『農業センサス』『耕地及び作付面積統計』�
（注）　１　農家及び土地持ち非農家が所有する耕作放棄地は，農家及び土地持ち非農家戸

数の将来予測値に，２０００年時点の１戸当たり耕作放棄地面積を乗じて試算した。�
２　放出される農地のうち耕作放棄が予想される面積は，２０００年と比較した所有
農地減少面積から，予想される農地改廃面積を控除し試算した（農林水産省『耕地
及び作付面積統計』の９５年～９９年のネット農地改廃累積面積（耕作放棄地を除く）を５
年分の改廃面積とした）。�

３　なお所有農地は，農家及び土地持ち非農家戸数の将来予測値から経営耕地，
借入耕地，貸付耕地，耕作放棄地を求め試算した（経営耕地－借入耕地＋貸付耕地
＋耕作放棄地）。�
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全国�
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このように，地域によって格差が非常に

大きい背景には，地域によりほ場整備の状

況や農地の転用圧力等の農業条件の違いが

大きいことが挙げられる。例えば，中・四

国は，中山間地域等の農業条件不利地域が

多く，南関東では，宅地等への転用圧力が

高いといった理由により，農家以外の農業

事業体への大規模な農地の集積は難しいと

みられる。

以上のように，本章では，今後予想され

る農家及び土地持ち非農家戸数の変化と，

その結果予想される農地の利用状況の変化

について検証した。

そこから現状の傾向のまま推移した場合

には，今後，①農家戸数が減少する一方で，

自給的農家の減少は小幅にとどまりかつ土

地持ち非農家戸数そのものは増加するた

め，小規模な農

地所有世帯「自

給的農家＋土地

持ち非農家」の

戸数ベースでの

ウェイトがさら

に高まることが

予想され（農地

所有世帯に占める

割合00年44.6％→

30年64 . 3％へ），

また②大規模農

家（都府県5ha以

上，北海道50ha以

上）や農家以外

農林金融2003・7

の変化を10年以降に延長し，上述の農地所

有世帯の経営耕地面積の予測値と比較した

ものが，第11表である。

同表でみられるように過去の傾向が今後

も続けば，農家以外の農業事業体の経営耕

地面積は00年の23万３千hａから30年には

46万３千hａと大きく増加し，また農地所

有世帯と合わせた経営耕地面積に対する比

率も，00年の5.6％から，30年には14.1％に

まで上昇するという結果になった。

その一方で，30年の農家以外の農業事業

体の経営耕地増加面積を，農地所有世帯の

経営耕地減少面積と比較すると，そのカバ

ーされる割合は21.1％にとどまった。また

地域別の格差が非常に大きく，北陸ではほ

ぼ100％がカバーされる一方で，山陽，四

国，南関東では，４～５％台にとどまると

いう結果となった。
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の農業事業体などの大規模経営層への経営

耕地の集積は進むが（第10図参照，経営耕

地00年86万１千ha→30年155万４千ha），放出

される農地の受け手としては十分でないと

予想される（同図，経営耕地合計面積00年

414.4万ha→30年327.9万ha）という結果とな

った。

このように，現状の傾向のまま小規模な

農地所有世帯の増加が続けば，「多数の農

地の出し手」と「少数の農地の受け手」が，

地域に存在することが想定される。しかし，

上述のように地域の農業条件によっては，

対応できる農地の受け手が存在せず，経営

耕地の減少や耕作放棄地の拡大といった農

業生産基盤の脆弱化が急速に進む可能性が

高いとみられる。その場合，それら「多数

の農地の出し手」の農地は，耕作放棄地や

改廃等により農業生産からは切り離される

ことになり，「出し手」の農業への関心も

低下させ，地域農業の維持を困難にする可

能性が高いであろう。とくに今回の試算で，

大規模層への集積が進まないまま経営耕地

の減少が大きくなるという結果となった

中・四国，東山といった地域ではその傾向

が強まることも予想される。

こうした農地の受け手と出し手のギャッ

プを埋め，地域の農業生産基盤を維持して

いくためには，農家，土地持ち非農家，農

家以外の農業事業体といった農地所有主体

だけではなく，集落営農組織や農業サービ

ス事業体を含めた地域の多様な農業を営む

主体を担い手と位置付け，農業生産基盤の

維持に取り組んでいく必要があると考えら

れる。

とくに農協はそういった地域の多様な担

い手の調整を担える組織とみられることか

ら，小規模な農地所有世帯から放出される

農地を農地として維持する役割（担い手農

家，農業事業体，集落営農組織等へ集積する

ための調整・斡旋やそのための受け皿組織の

育成等）を果たしていく必要がある。具体

的には，02年２月の拙稿で指摘したように，

①農地保有合理化事業等を通じての農地流

動化や農作業受委託，貸借等の仲介機能の

強化，②農協出資の農業生産法人の設立等

自身あるいは協同会社の活用を通じての農

地保全事業への取組みを早急に進める必要

があろう。

一方，小規模な農地保有世帯とはいえ，

集落営農等において，それら世帯が地域の

農業生産に果たす役割は大きいとみられ

る。そのため，それら世帯が農業・農協と

の関係を維持していけるよう，農協は，放

出される農地への対応とともに，多様化す

る農協へのニーズにもできるだけ対応して
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織基盤を維持するとともに，集落営農組織

や農業サービス事業体を含めた地域の多様

な担い手とともに，農地を面として維持し

ていくための取組みに注力していく必要が

あろう。

<参考資料>
・橋詰登・千葉修編著（2003）『日本農業の構造変化
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いく必要があろう。

今回みたように，近年の農家戸数と正組

合員世帯数の乖離拡大の背景には，小規模

な農地所有世帯の増加という農家構造の大

きな変化がある。そして，その変化は，正

組合員世帯における農協へのニーズの多様

化等農協事業への影響にとどまらず，農地

利用の変化を通じて，地域の農業生産基盤

への影響も示唆するものであった。

とくに，地域の農業生産基盤についての

影響では，経営耕地の減少と耕作放棄地の

大幅な増加が今後予想され，その場合，農

林水産省の『食料・農村・農業計画』にあ

る｢食料自給率の低下傾向に歯止めを掛け，

その着実な向上を図っていく｣ことを困難

にする可能性もある。

最低限の食料自給率を確保し，また地域

社会と地域農業を継続的に発展させるため

には，農協系統としては，農協の既存の組
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ＪＡ全中では，昨年11月に首都圏の生活

者を対象として，食料・農業・ＪＡに対す

る考え方やイメージを探るアンケート調査

を実施した。これは全中が1973年以来定期

的に行っているもので，今回は97年以来５

年ぶりに実施された。

調査は，都心から30km圏に在住する20

～69歳の男女1 ,200名を対象に行われ，

1,071名より回答を得た。ちなみに30km圏

とは，おおむね北はさいたま市，東は千葉

市，南は横浜市，西は国分寺市から東京寄

りの地域となる。

このところの「食の安全・安心」を揺る

がす様々な事件や，食料輸入の増大，環境

への関心の高まりなどを背景とした，昨今

の都市生活者の農業やＪＡに対する意識

と，その中でのＪＡの信用事業に対する位

置付けなどを，本調査結果から論じるもの

である。

調査時点に先立って発生した，残留農薬

問題や違法販売事件，偽装表示事件，さら

にその前年にはＢＳＥの国内発生など，食

の安全に絡む事件や問題が多発したことも

あり，食の安全に対する不安は，全体で８

割近くの人が感じている。

不安の内訳をみると，残留農薬と食品添

加物を挙げた人が８割以上と際立ってい

る。次いで，３分の２近い人が遺伝子組換

え食品を挙げており，この３つが当面の主

要な不安要因とみられる（第１図）。世代

別にみると，20代では「不安がある」とす

る割合が30代以上に比べて明らかに低く，

子育て世代との認識の差をうかがわせてい

る。

また，エネルギーベースで４割程度にと

どまる日本の食料自給率についても，調査

では「低い」とする人が71.6％と前回調査

よりも13.3ポイントも上回った。

また国内農業に対する不安としては，

「輸入食品が増え，安全性が心配なこと」

を「大変不安である」としている人が５割

強で最も多く，次いで「後継者の減少」が

挙げられている。都市部の消費者は，担い

都市部におけるＪＡのイメージとＪＡへの期待

１　高まる食の不安と，

農業への関心

第1図　食の安全性で不安に感じること�
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手が減少して日本農業が衰退し，輸入食料

の増大が食の安全を損なっていくのではな

いかと，低自給率の問題を不安視している

ことがうかがえる（第２図）。

一方，農業への関心の有無を問うと，ほ

ぼ半数からは「関心あり」という回答があ

る。関心は年齢が上がるにつれ，高まる傾

向であるが，「農業をやってみたいかどう

か」を問う質問には，家庭菜園・市民農園

等，趣味の農業であれば，ほぼ世代を問わ

ず，半数前後の人が「やってみたい」と回

答しており（第３図），前回調査に比べて

も増加している。

「職業としての農業」となると，さすが

にやってみたいとする割合は減るが，老後

の仕事としてまで視野に入れれば，20代と

40代の１割近くが関心をもっており，特に

20代後半の５％近くが，職業としての農業

をやってみたいと答えていることは，大都

市圏での調査であることを考えれば，注目

に値しよう。

また，後述するように「農業の多面的機

能」の言葉の認知度は決して高いとはいえ

ず，特に30代を中心とする層が低いが，20

代前半は意外に高く，「言葉の意味を知っ

ている」とする人は全平均以上であり，若

年層での変化の兆しが感じられる（第４

図）。

都市部の消費者においても，農業に対す

る関心は高まりをみせつつあり，また若い
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輸入食品が増え安全
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�
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層にも興味を抱く人がいることがうかがわ

れる。

今回の調査では，1,071名の回答のうち

376名（35.1％）から，「自由回答」欄にＪＡ

に対する意見や要望が寄せられている（文

末＜参考資料＞参照）。その内容は順次紹介

するが，この「自由回答」欄への記載率そ

のものもかなり高い水準であり，それ自体

が都市部住民のＪＡへの関心と期待を示す

ものともいえよう。

ＪＡが取り組むべき事業として，都市住

民が最も期待するのは，「新鮮で安全な農

産物の提供」である（第５図）。全体の92.1％

と群を抜いて高い回答率であり，また前回

調査よりも８ポイント上昇している。

これに次いで，「自然環境の保全」「農家

の農業経営への指導・支援」がともに50％

台，また「農業や農産物についての情報の

伝達や理解の促進」「生協などの消費者と

の連携」がともに40％台となっている。

「自由回答」欄でも「食の安全」への取

組みを求める内容の記載が83件あって，こ

の問題への関心の高さをうかがわせてい

る。

このような期待のあり方は，ＪＡの提供

する商品・サービスの印象にも反映してい

る。ＪＡのサービスで評価が高いのは，

「農産物直売所」「ふれあいイベント」「植

木・花の市，朝市」「お米ギャラリー」な

どであり，これらは，直接農業・食料にか

かわるＪＡならではの分野，そして「生産

者の顔の見える関係」を指向する分野であ

ることが見て取れる。また「牛乳」「果汁」

などＪＡのブランド食品も，利用者の７割

以上から「よい」との答えを得ている（第

６図）。
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２ 「食の安心・安全」に

集中するＪＡへの期待

第5図　JAで今後力を入れてほしい事業�
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「自由回答」においても，直売所等への

消費者の強い期待をうかがわせる記載が，

少なからずみられた。

都市生活者が期待するＪＡの役割は，あ

くまで食料供給者，あるいは環境と農村の

守護者としてのそれであるといえる。

ＪＡの活動内容について，そのいくつか

を知っているとする人の割合は60％強にの

ぼり，大都市圏での調査であることを考え

れば，かなり浸透しつつあるとみられる。

またＪＡの商品・サービスの認知度をみ

ると，農協牛乳が最も高く94.0％あるが，

２番目にＪＡ貯金が76.4％，第５位にＪＡ

共済が70.3％で入っており，ＪＡ金融事業

に対する認知度の高さとして注目される

（第３位は農協果汁，第４位はパールライス）。

都市部の人々がＪＡのことを知る手段

は，テレビのＣＭが75.1％と際立って高く

（第７図），しかも前回調査に比べ17.1ポイ

ントも増えているが，最近のＪＡグループ

のテレビＣＭで最も露出度が高かったのが

信用・共済事業関係であることを考え併せ

ると，広告の結果，都市部消費者の間にも

ＪＡバンクやＪＡ共済が知られるようにな

ってきたものとみられる。

しかしながら，ＪＡで今後力をいれて欲

しい事業として，信用・共済事業を挙げた

人は10％台にとどまり，利用経験も10％前

後の水準にある。

この信用・共済商品に期待する割合は，

テレビＣＭをＪＡを知る手段とするか否か

によっては大きな違いがなく（第８図），

テレビＣＭは商品の認知度向上には貢献し

たものの，信用・共済事業への都市部消費

者の支持率を引き上げるには至らなかった

といえる。

また，利用者の印象としても，農産物直
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３　都市部生活者に支持が

広がらないＪＡ信用事業

第7図　JAに関することを知る手段�
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売所や牛乳・果汁等が７～８割の人に評価

されているのに比べると，ＪＡ貯金を「良

い」とする割合は40％台にとどまり，他と

比較して低い（前掲第６図）。

ＪＡの信用・共済事業は，都市部でも広

く認知されつつあるものの，前項で指摘し

たＪＡへの期待と直結しないことから，都

市住民の十分な支持を得ているとは言いか

ねる状況にあることがみてとれよう。

「自由回答」では「ＪＡは（金融等から撤

退して），農業・農家支援に特化すべき」

とする意見が15件ほどみられた。まだ大勢

を占める議論であるとはいえないものの，

いわゆるＪＡからの信用事業分離論の背景

として，今後の動向には注意する必要があ

る。

ＪＡのイメージについての調査をみる

と，「田園的」「団結力が強い」「素朴」等

の印象が強く，次いで「安定している」

「保守的」等のイメージが続く（第９図）。

「自由回答」をみると，「ＪＡが何をやっ

ているのかよくわからない」「もっとＰＲ

したらどうか」，あるいは「関係者以外利

用できない組織と思った」等の意見が69件

もあり，一方でＪＡの活動や商品について

の認知が広がっているといいながら，都市

住民の期待に添った情報提供がまだ不十分

で，身内だけで固まったローカルな組織と

いう印象がぬぐえ切れていないのではない

かとみられる。

他方で，回答者の大半がＪＡに安全で新

鮮な農産物を求め，半数以上が「自然環境

の保全」を期待しているにもかかわらず，

ＪＡが日本の農業を守るために提起してい

る「農業の多面的機能」という概念につい

ては，７割以上の人がその言葉を聞いたこ

とがないと回答している（前掲第４図）。

都市部生活者に向けて，農業団体として

のＪＡからのメッセージがもっと伝わるよ

うに，一層の工夫が求められよう。

ＪＡで力を入れてほしいと都市部の人が

考える事業は，ＪＡの活動を知っているか

否かでも様相が異なる面がある。

たとえば，「生協など消費者との連携」

や「貯金・共済などの金融サービス」への

支持は，ＪＡの活動のいくつかを知ってい

る人の方が，ほとんど知らない人より高い

傾向にある（第10図）。
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４　都市部の期待に応えることから

ＪＡ事業全体の好印象醸成
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また，ＪＡ貯金の印象を「良い」とする

人の割合も，全体では利用者の42.8％ある

が，回答者をカテゴリー別に分けると，ま

た異なる姿がみえる。

まず他の事業部門の利用状況をクロスさ

せた場合，農産物直売所や朝市の利用者に

限定してＪＡ貯金の印象を聞くと，「良い」

が50％台にまで高くなる。逆にＡ-ｃｏｏｐ利用

者では，30％台に落ちている（第11図）。

他事業の印象の良し悪しが信用事業の印象

にも影響を及ぼしているといえよう。第２

項，第３項でもみたとおり，都市部の消費

者のＪＡへの期待の最たるものは「安全で

新鮮な農産物の提供」であり，またより一

層の情報提供と，「開かれた関係」が求め

られていることを考えれば，直売所等の利

用者のＪＡに対する好イメージが，他の事

業部門にまで及ぶことも理解できる。

次に，ＪＡ貯金の印象を，ＪＡを知る手

段別にみた場合，広告や報道よりも，家

族・親類や友人・知人を介しての，いわゆ

る「口コミ情報」の人の方が好感度を持っ

ていることがわかる（第12図）。まさに，

「顔の見える関係」の強みを示すものとい

える。

３番目に，ＪＡ貯金の印象を，ＪＡその

ものに対するイメージ別にみると，「団結

力」や「素朴さ」「田園的」などは，信用

事業に対してはあまり影響を持たないが，

「親切」というイメージはＪＡ貯金にも少

なからず好印象をもたらしているし，逆に

「合理的でない」「商品開発に不熱心」とい

うイメージは，貯金に対して相当にネガテ

ィブに作用していることが見てとれる（第

農林金融2003・7
47 - 485

第10図　JAで今後力を入れてほしい事業�

（１７．５）�
（１３．５）�

０� ２０�１０� ４０� ６０� ８０�
（％）�

３０� ５０� ７０� １００�９０�

新鮮で安全な農産物の供給�

自然環境の保全�

農家の農業経営への指導・
支援�
農業や農産物についての情
報の伝達や理解の促進�

高齢者向け福祉活動や介護
サービス事業�
貯金・共済（保険）などの金
融サービス�
祭りや伝統行事の維持保存�

生協など消費者との連携�

（９２．６）�

JAの活動をいくつか�
は知っている人�

JAの活動をほとんど�
知らない人�

（９２．１）�
（５８．４）�
（５７．９）�

（５２．２）�
（４８．１）�
（４４．９）�
（４０．２）�
（４２．４）�

（３６．０）�
（２４．３）�
（１９．３）�
（１８．７）�
（１２．２）�

合計�

Ａ－ｃｏｏｐ利用者�

�

�

�

第11図　他部門事業利用によるJA貯金の印象�
への影響�

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�
１００�

植木・花の市、�
朝市利用者�
�
�
�
農産物直売所�
利用者�
�
�
�

４２．８�

３８．１�

５４．３�

５６．４�

良い�
↓�

わからない�
↓�

悪い�
↓�

無回答�

３２．６�

２９．１�

５４．８�

４７．８�

合計�

テレビのCM�

�

JAの店舗�

家族・親類�

友人・知人�

第12図　JAを知る手段とJA貯金の印象�
との印象�

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�
１００�

テレビのニュー�
ス・報道番組�

４２．８�

４３．４�

４１．５�

４３．９�

５８．８�

６６．７�

良い�
↓�

わからない�
↓�

悪い�
↓�

無回答�

５１．２�

４６．９�

３８．２�

２７．８�

４９．１�

４７．８�



が農産物を媒介として，消費者に直接顔を

見せる場は重要であり，それが直ちに金融

取引に結びつくものではないにせよ，そこ

で培った「顔の見える」存在感と好イメー

ジの広がりが，ＪＡグループ全体への都市

部の支持につながっていくものと考える。

昨今の「食の安心・安全」をめぐるでき

ごとや環境問題に対する不安は，都市部の

消費者にこれまでになく「食と農」に対す

る関心を喚起している。

その中には，むろんＪＡグループに対す

る厳しい批判も含まれようが，たとえそう

であっても「目が向けられている」ことは

大いなるチャンスであり，ＪＡグループは

これに真摯にこたえて，都市部の（つまり

は組織外部の）信頼と共感を勝ち得るべく

努めることが必要であろう。

それがひいては，信用事業をはじめとす

る，グループのさまざまな事業展開への理

解と支持につながるものと確信する。

（前ＪＡ全中広報部

室　孝明・むろたかあき

〈現在農林中金管財部部長代理〉）
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13図）（なお，これらの「親切」「合理的でな

い」「商品開発に不熱心」というイメージが，

それぞれ前回調査時より拡大傾向にあること

にも注意が必要である）。

結局のところ，ＪＡグループとして都市

部居住者の期待する「安全で新鮮な農産物

の提供」に努め，また誰の目にも合理性の

ある開かれた組織であることを目指し，そ

れを積極的にアピールしていくことが，都

市部におけるＪＡグループへの共感と信頼

を生み，それが結果的に，信用事業をはじ

めとするＪＡの多様な事業展開への理解に

結びついていくことになろう。

とりわけ，農産物直売所や朝市など，ＪＡ

おわりに

JA全体のイメージとJA貯金の印象へ�
の影響（「そう思う」＋「まあそう思う」の合計）�

第13図�

合計�

親切な�

安定している�

団結力が強い�

素朴な�

田園的な�

閉鎖的な�

合理的ではない�

商品開発に熱心�
ではない�

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�
１００�

良い�
↓�

わからない�
↓�

悪い�
↓�

無回答�
４２．８�

５５．４�

４８．６�

４４．２�

４２．５�

４１．８�

４２．０�

３５．２�

３４．０�

３９．２�

４３．１�

４７．７�

５１．３�

５２．７�

４８．０�
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〈参考資料〉「食料・農業・JAイメージに関する調査」自由回答�

ＪＡというと農業というイメージがまずまっ先に浮かんできますが,最近食料につい
ての様々な問題を聞くにつれ,少々高くても構わないので国内の安全な（もちろん
海外製でも構わないが,安全性の保証されたものなら）食料をより積極的にスーパ
ーなどでも買いやすくしていただけたらと思います。（男,２２歳）�
�
生産者と消費者の距離があると思う。人間にとって衣食住は大変,大事なことである
がバブルの崩壊で住としての土地神話は崩れ,依然として,ブランド品が氾濫してい
る。ここへきて,食品の偽装事件があり,何も信じられない状況であり,せめて,私たち
の口に入る,食については安全,信頼を確保できるようにしてほしい。（男,４２歳）�
�
ＪＡは,責任を持って,新鮮で安全な農産物を国民に提供する義務があると思う。又,
商品について嘘をつかぬ事。（男,６４歳）�
�
５９年間生きてきて,ここ１,２年特に食品に対する不安がとても大きいです。子供,孫
にとってはこれから長い人生があります。安心して生活し,おいしい食品を口に入れ
ることが出来るようにしていただきたいと思います。（女,５９歳）�
�
野菜までも輸入品が増えています。安すぎるものは中国産恐いと思ってしまいま
す。野菜は,安く,新鮮で安心でなければと思います。是非,消費者の希望を叶えて戴
きたいと思います。（女,６２歳）�
�
ＢＳＥが出たときなどに感じましたが,農業の方々への指導をきちんとしてもらいた
い。農薬や飼料のことなど,最新の情報を国からだけでなくＪＡから知ってほしい。
（女,３３歳）�
�
0－１５７に続きＢＳＥ,残留農薬,遺伝子組み換え（大豆等）と数え切れない問題が発
生（発覚といった方が合っている）して食に関して,不安が募っているのが現状で
す。消費者（国民）の安全を全く無視しているとしか思えません。ＪＡにたいしては,
安全性の徹底を充分過ぎる位して頂きたいと思います。このままだと生態系が崩
れ,人間の未来はなくなると思います。真剣に取り組んで欲しいと切に願っていま
す。（女,５１歳）�
�
現在ほど,食の安全性が問われている事はなかったと思う。生産する側も「おいしい
から,売れる」という利潤追求のみではなく,身体にとってはどうであるかという,最も
基本的な「生産物の安全性」を念頭に置いて欲しく,それを実行してくれるのがＪＡ
や生協であると思っている。（女,４４歳）�
�
農薬の使い方（分量）しっかり指導してほしい。先日のこと,収穫できるジャガ芋畑に
農薬を散布し,２～３日後に収穫しました。見ていてゾッとしました。見えない所では,
皆んなこんな事をしているのでは？と思っています。（女,６０歳）�
�
国産で安全で,価格もそんなに高くないものを食べたいと思います。このために
は多方面で,大変だと思いますが,ＪＡが中心となって活躍してほしいと思います。
（女,５２歳）�
�
�
�
食品業界での主導的な役回りを期待する。逆に農協でなくてもできる事業（金融
等）については撤退するべきと思う。農協がやる意味がない。（男,２９歳）�
�
東京に居る人間としてはＪＡは何をしているのか分からない。過去に損失補てんと
して６０００億円も税金から持っていったのは覚えている。ＪＡは農業の発展のみにが
んばればよい。（男,３５歳）�
�
金融業務の撤退,行政窓口似の相談や斡旋業務の中止,作農業者への小口農地の開
放（建造物の建築制限は厳しく適用）（男,６８歳）�
�
宅地や住宅の分譲,金融サービス等は,やめてもらいたい。現在,専門の銀行ですら,
不良債権化しており,ＪＡの様な本来,地元民がのんびりと,協力し合う組織が,これ
以上,まねしても大きな破淀が待つばかり。それより,本来,農耕民族である,日本の
原点に立ち戻り,食物の自給,安全化,農業の振興にのみ,力をつくして,もらいたい。
（女,４８歳）�
�
�
�
都心部,近郊ベッドタウンでの新鮮で安全な農産物の販売（直売所）大歓迎です。
（女,６５歳）�
�
お米ギャラリーは,銀座に行くと必ず寄るほどお気に入りです。ためになるし,食に

ついての情報発信が,素晴らしい。これからも食の安全,情報発信の中心となって下
さい。（女,２５歳）�
�
地方に行くと農産物展によく立ち寄りますが,東京でも新鮮な農産物を買いたい。
（女,６７歳）�
�
日本中の農家に密接しているＪＡならではの土地の特色をセールスポイントにした
商品を開発し,宅配専門のグリーン系（農産物系）デパートを作ってみてはどうか。日
本中どこへ行っても,ＪＡに行けば,新鮮で安全でおいしいものがＧＥＴできれば最高
です。（男,３８歳）�
�
県と協力してその地域の存在価値をアピール出来る魅力ある事業を推進して行く,
例えばその地域に昔から行われているめずらしい行事や観光事業に県の観光課と
協力し宣伝して都会人が行ってみたいなあと思わせるよう予算の肉付けをして行
く。全国各地の上記の差別化を図り,農業地域で生活してみても良いかな？と思わ
せるよう最善の努力をおしまないことと思います。専業農家出身の三男としての切
実な思いです。先細りは耐えられません。（男,６５歳）�
�
野菜の雑貨や,キッチン用品（デザインのかわいいもの）のお店や,野菜を自分でえら
んで,レストランで料理にしてもらうなんていうのもおもしろいですね。そんなお店
が１つのビルの中にあって,ＪＡがやっていたらどうでしょうか。イメージも変わると
思います。そこから体験イベントをしたり,お料理レシピを教えたりはどうでしょう。
体験イベントもキャンプなどもまじえたらどうでしょうか。（女,３６歳）�
�
道の駅のような所に地場産の新鮮な農産物を置く,買える様な事（所）を広めて貰い
たいです。ドライブに主人とよく行きますが,道の駅やＪＡで地場産の農産物を販売
している所などに寄るのが好きで野菜等を買って来ます。（女,６０歳）�
�
�
�
東京近郊のＪＡは農業協同組合の農業の促進という部分の活動がないように思いま
す。農業人口が減少しているのでしかたないと思います。ＪＡの印象は金融機関と
いう印象が強くあります。しかし,金融機関としても,組合員でないと貯金できない,
住宅ローンも大手銀行より金利が高いなどの印象があり,近付きがたい存在です。
ＪＡとのふれあいは,植木,農業祭などに限られています。ＪＡが閉鎖的なグループで
はなく,もっと身近に感じられるような施策が必要と思います。（男,５６歳）�
�
どんな人でもＪＡがどんな活動をしているかわかりやすいものをつくって伝えてほ
しい。なんとなく閉鎖的な団体というイメージが強く,農家しか相手にしていないよ
うに感じる。もっと一般の人にも好印象を与えるような画期的な活動を望みます。
（男,２１歳）�
�
朝市等の運動は,理解できるが,自分達の生産物のみで運営しているので,ものたり
ない。もう少し各地方（地域）の特産を相互に提供してほしい。もうすこし目に見え
る形での,ＪＡ（農協）らしさを出して欲しい。例えば,特産でいえば,店頭とかでしか
知る機会がないし,産直でしか利用できにくくなってきている。貯金関係は,ただの銀
行としか見えないし,もっと農業関係（産地_消費者）にいかにかかわっているかを,広
告するべきと思う。（男,４４歳）�
�
ＪＡについては,沿道に関係の建物があるわ,ぐらいで,見て通るだけです。農業をや
っている人のみ利用可！！と思っていました。私は,単にスーパー（ＪＡ）で買物をする
だけです。１年に１回位の農業祭にも行っていいのかしらと思うぐらいです。あまり
良くわかりません。ＪＡの理念と私達がどのような時に参加できるのかの情報はどこ
に行けば手に入るのか,知りたいです。さいたま市報の案内版みたいに,載るといい
ですね。（女,４８歳）�
�
ＴＶのＣＭで金魚のグッズがもらえるみたいだけど,どうすればもらえるの？毎月駐
車場の振込に行くけど地主さんが入る所？一般的じゃなくって,ちょっと閉鎖的。キャ
ッシュコーナーも１台だけだし。普通の銀行等とどうちがうの？わからないことだら
け。（女,３４歳）�
�
ＪＡの行なっている事業やサービスで知らなかったものが多くありました。もっと,イ
ンパクトのあるＴＶ,ＣＭなどを増やしても良いのではないでしょうか。これを書いた
あとに,たまたまＪＡ共済のＴＶＣＭを見ましたが,やはり,あまり印象に残るＣＭでは
なかったです。（女,４６歳）�
�
アンケートは大変勉強になった。日本の農業について全くといって良いほど知識が
ないことを知る事が出来た。要望として,農業,生産ということを身近にとらえられる
（人事ではない）といったようなふうに感じられる。情報提供をして頂いて,気軽に興
味を追求できる場がほしい。（女,２２歳）�

食の安心・安全への取組みに対する期待�

ＪＡの農業特化論�

直売所・産直等への期待�

ＰＲ強化への提言�



際に対応を行った世帯は7.5％と少ないも

のの，これら世帯の預貯金残高は全体の

27.5％を占めている｡

対応を実施した世帯に対して，その具体

的内容を聞いたところ（複数回答），「複数

の銀行の定期に分散させた」（63.3％）が最

も多く選択された｡次いで「郵便局に預け

替えた」（28.4％），「同じ銀行の普通預金に

預け替えた」（19.5％）の順となっている｡

なお，「別の銀行や証券会社で定期預金・

普通預金以外の商品に預け替えた」（4.2％），

「同じ銀行の定期預金・普通預金以外の商

品に預け替えた」（2.3％）の選択割合は低

く，ペイオフを契機として預貯金から投資

信託，外貨預金等へのシフトを行ったのは

回答者全体の0.5％とわずかである｡

３　05年４月のペイオフに向けた対応

05年４月のペイオフについて（第２図），

何ら対応をするつもりはないと考えている
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組合金融の動き�組合金融の動き�組合金融の動き�組合金融の動き�

１　はじめに

2002年４月に定期性預貯金に対するペイ

オフ凍結が解除され，01年度下期中は定期

性から流動性預貯金へのシフトや，信用力

の低い金融機関から都銀等への預け替えが

なされた｡都銀等の国内銀行における個人

預金全体に占める流動性預金の割合は，01

年３月の31.2％から03年３月の42.0％へと

上昇している｡

以下では，日本経済新聞社が02年10～11

月にかけて首都圏で実施した「金融行動調

査」
（注１）

をもとに，個人利用者の02年４月の

ペイオフ解禁時に実施した対応と05年４月

の普通預貯金等へのペイオフに向けた対応

についてみていくことにする｡
（注２）

（注１）調査は東京駅から40km圏内に居住する25～
74歳までの男女5,000人を対象に実施し，2,893
人から回答を得た（回収率57.9％）｡

（注２）05年４月以降も「無利息，要求払い，決済
サービスを提供できること」という３条件を満
たす決済用預貯金（当座預貯金等）については
全額保護される。

２　02年４月のペイオフ解禁時の対応

調査回答者世帯の貯蓄・投資残高の平均

は1,052万円で，金額帯別には300万円未満

の世帯が38.0％となっており，1,000万円以

上は28.5％を占めている｡

02年４月のペイオフ対応について，特に

対策を行わなかった世帯は92.5％（「もとも

と気にする必要はない」「特に対策は行わなか

った」の合計）となっている（第１図）。実
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個人利用者のペイオフ凍結解除への対応

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�
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（注）　世帯数は２，８９３世帯（回答数）, 預貯金残高合計は�
　　 ２０９．２億円。�

預貯金�
残高�
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第1図�
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対策を実施した�
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世帯は71.4％（「もともと気にする必要はな

い」「特に対策の必要は感じない」の合計）

を占めている｡「既に対策を実施した」世

帯は4.9％と少なく，「今後対策を実施した

い」と考えているのは13.1％で，実施予定

世帯の預貯金残高は全体の25.0％を占めて

いる｡対応実施予定世帯の残高割合（25.0％）

は，02年４月に実際に対応を行った割合

（27.5％）とほぼ同程度の結果となってい

る｡

対策を実施予定または既に実施したと回

答した18.0％の世帯に対して，対応内容を

聞いたところ（複数回答），「複数の銀行に

預金を分散させる」が71.9％と最も多く，

「郵便局に預け替える」「安全と思われる銀

行に普通預金を預け替える・集中させる」

「決済用預金に預け替える」が比較的多く

選択されている（第３図）｡「同じ銀行の

普通預金・決済用預金以外の商品に預け替

える」（3.9％），「別の銀行や証券会社で定

期預金・決済用預金以外の商品に預け替え

る」（3.9％）の割合は低い状況にある｡

４　まとめ

02年４月のペイオフ解禁時には7.5％の

世帯で複数の金融機関への預貯金の分散，

流動性預貯金へのシフト等がなされた｡

一方，05年４月に向けて今後対策の実施

を予定しているのは13.1％の世帯で，預貯

金残高では全体の25.0％を占めており，02

年４月とほぼ同程度のシフトがおきる可能

性がある｡

現状では流動性預貯金に積み上がった資

金は，05年４月以降も全額保護される決済

用預貯金へシフトするものとみられる｡ま

た個人利用者の金融機関の選別意識が高い

ことから，解禁に向けて信用力が高いと思

われる金融機関への預貯金のシフトも考え

られ，今後の動向に注意する必要があろう｡

（研究員　長谷川晃生・はせがわこうせい）
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（注）　回答数５１６世帯。�

第3図　２００５年４月のペイオフ解禁（普通預貯金等）
に向けて行う（行った）対応（複数回答）�
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複数の銀行に預金を分散
させる�

安全と思われる銀行に普
通預金を預け替える・集
中させる�

同じ銀行の普通預金・決
済用預金以外の商品に預
け替える�
別の銀行や証券会社で定
期預金・決済用預金以外
の商品に預け替える�

決済用預金に預け替える�

郵便局に預け替える�

その他�

（注）　第１図に同じ。�

０� ２０� ４０� ６０� ８０�
（％）�
１００�

世帯数�

預貯金�
残高�

４０.８�

３０．８� ２０．７� ２５．０� ６．４�１７．１�

３０．６� １３.１�４.９�１０.６�

２００５年４月のペイオフ解禁�
（普通預貯金等）に向けた対応�

第2図�

もともと気にする必要はない�

既に対策を実施した�

特に対策の必要は感じない�

わからない�今後対策を実施したい�
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利用上の注意（本誌全般にわたる統計数値）
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「０」単位未満の数字　「‐」皆無または該当数字なし
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9．金融機関別預貯金残高 …………………………………………………………………（57）
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（単位  百万円）�

団 体 別 � 手 形 貸 付 � 計�当 座 貸 越 � 割 引 手 形 �証 書 貸 付 �

系�

計�

その他系統団体等小計�

会 員 小 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

開 拓 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計�

そ の 他�

関 連 産 業�

等�

体�

団�

統�

（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。�

（単位  百万円）�

（単位  百万円）�

１． 農 林 中 央 金 庫 資 金 概 況 �

現 　 金 �
預 け 金 �

貸借共通�
合　　計�有価証券� 貸 出 金 � そ の 他 �預 　 金 � 発行債券� そ の 他 �年 月 日 �

普通預金� 計�当座預金� 別段預金� 公金預金�定期預金� 通知預金�

会 員 以 外 の 者 計 �

会 員 計�

そ の 他 会 員�

森 林 団 体�

水 産 団 体�

農 業 団 体�

合 　 計 �

団 体 別 �

２． 農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高�
２００３年４月末現在�

２００３年４月末現在�

３． 農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高�

１９９８． ４ ２７ ，０２７ ，７３９ ７ ，７０２ ，５８１ １４ ，６５４ ，３４５ ５ ，６８９ ，８９８ １０ ，０４２ ，２２３ １３ ，３５９ ，２４７ ２０ ，２９３ ，２９７ ４９ ，３８４ ，６６５�
１９９９． ４ ２８ ，７５８ ，８５０ ７ ，２６７ ，１５９ １１ ，１２１ ，４４９ ２ ，１４０ ，８５１ １３ ，２５８ ，１４７ １６ ，９１２ ，７５５ １４ ，８３５ ，７０５ ４７ ，１４７ ，４５８�
２０００． ４ ３４ ，３５９ ，６０７ ６ ，９１７ ，２４８ ８ ，５７１ ，６７７ ２ ，１８７ ，６２１ １５ ，９９７ ，７８４ ２１ ，３３２ ，７５４ １０ ，３３０ ，３７３ ４９ ，８４８ ，５３２�
２００１． ４ ３５ ，９８１ ，２５５ ６ ，４６９ ，６７１ １３ ，９９０ ，４８１ ３ ，７４４ ，６５２ ２２ ，０２７ ，４７７ ２３ ，７００ ，８２１ ６ ，９６８ ，４５７ ５６ ，４４１ ，４０７�
２００２． ４ ３７ ，８１７ ，８３７ ５ ，９０８ ，９８８ ９ ，０２５ ，７３１ １ ，５８９ ，７５９ ２３ ，１３４ ，１２６ ２２ ，１３８ ，１８９ ５ ，８９０ ，４８２ ５２ ，７５２ ，５５６�
 �
２００２． １１ ３８ ，９００ ，８３４ ５ ，８０７ ，６５１ １１ ，５４９ ，５４５ １ ，１０１ ，４８７ ２６ ，６９５ ，１１３ ２１ ，４３７ ，７４０ ７ ，０２３ ，６９０ ５６ ，２５８ ，０３０�
 １２ ３９ ，１１６ ，１３４ ５ ，８３０ ，８６２ １１ ，４６７ ，７８０ １ ，１２８ ，６１７ ２６ ，８０４ ，１４９ ２０ ，４５９ ，７１８ ８ ，０２２ ，２９２ ５６ ，４１４ ，７７６�
２００３． １ ３８ ，９８１ ，０４４ ５ ，８４１ ，５３６ １０ ，９４８ ，９０９ １ ，０３２ ，０３４ ２８ ，０２８ ，１１１ １９ ，８７８ ，８３４ ６ ，８３２ ，５１０ ５５ ，７７１ ，４８９�
 ２ ３９ ，１７８ ，９９１ ５ ，８５９ ，８７９ １１ ，０６４ ，４５７ １ ，０８４ ，５０８ ２７ ，８６３ ，６５９ １９ ，４８５ ，４３０ ７ ，６６９ ，７３０ ５６ ，１０３ ，３２７�
 ３ ３９ ，２４９ ，０７３ ５ ，８０７ ，１５９ １１ ，４９１ ，４３４ １ ，５１８ ，９０９ ２８ ，３０３ ，８１２ １８ ，７２９ ，４３０ ７ ，９９５ ，５１５ ５６ ，５４７ ，６６６�
 ４ ３８ ，９８０ ，４３１ ５ ，７３７ ，５５９ １０ ，８７６ ，７４２ １ ，１７５ ，６９４ ２８ ，６０８ ，４２２ １８ ，３８３ ，５８０ ７ ，４２７ ，０３６ ５５ ，５９４ ，７３２�
 

 ３２ ，７４５ ，７９３ ８ ，１４２ ９５２ ，４８９ ３１４ １３５ ，６２９ - ３３ ，８４２ ，３６８�

 １ ，１９２ ，４７６ ３ ９４ ，２１１ １９ １１ ，９９０ - １ ，２９８ ，６９９�

 ２ ，４７９ １ １１ ，７４７ ５ １４４ - １４ ，３７６�

 ７ ，２８１ - １４ ，４２７ - ０ - ２１ ，７０８�

 ３３ ，９４８ ，０２９ ８ ，１４６ １ ，０７２ ，８７５ ３３８ １４７ ，７６３ - ３５ ，１７７ ，１５１�

 ６６８ ，１８８ １３７ ，３２０ ４３５ ，６４５ １５６ ，４５７ ２ ，３９２ ，７８２ １２ ，８８５ ３ ，８０３ ，２７８�

 ３４ ，６１６ ，２１７ １４５ ，４６６ １ ，５０８ ，５２１ １５６ ，７９５ ２ ，５４０ ，５４５ １２ ，８８５ ３８ ，９８０ ，４２９�

�

 ６５ ，６７０ ３１１ ，８０６ １９ ，５７５ ５ ３９７ ，０５６�

 ６９４ ２９０ -  -  ９８４�

 ７４ ，４１５ ３２ ，４０４ ４３ ，７２１ ５５４ １５１ ，０９５�

 １２ ，７５４ １４ ，８２８ １ ，２８０ ６９ ２８ ，９３１�

 -  ３５８ ６０ -  ４１８�

 １５３ ，５３３ ３５９ ，６８７ ６４ ，６３６ ６２８ ５７８ ，４８４�

 ３７６ ，５３２ ３５ ，０４５ １３９ ，３２３ ６２７ ５５１ ，５２６�

 ５３０ ，０６５ ３９４ ，７３２ ２０３ ，９５９ １ ，２５５ １ ，１３０ ，０１０�

 ２ ，６４６ ，２１９ １９４ ，０９１ ２ ，５７４ ，６７０ ５１ ，６４１ ５ ，４６６ ，６２４�

 １１ ，５９４ ，９６３ ６０ ，４４２ １３１ ，３４１ ２０４ １１ ，７８６ ，９４７�

 １４ ，７７１ ，２４７ ６４９ ，２６５ ２ ，９０９ ，９７０ ５３ ，１００ １８ ，３８３ ，５８１�
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４． 農 林 中 央 金�（貸　　　 方）�

発 行 債 券 �計�定 期 性 �当 座 性 �

預 　 金 �
年 月 末 � 譲 渡 性 預 金 �

借 入 金 � 出 資 金 �譲 渡 性 貯 金 �う ち 定 期 性 �計�
年 月 末 � 貯 　 金 �

貸 　 　 　 方 �

５． 信 用 農 業 協 同 組�

（注）　１　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　２　預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。�
３　預金のうち定期性は定期預金。�

（借　　　 方）�

手 形 貸 付 �買 入 手 形 �預 け 金 � うち 国 債 �計�現 金 �
有 価 証 券 �

年 月 末 � 商品有価証券�

（注）　１　貯金のうち「定期性」は定期貯金・定期積金の計。　　　　２　出資金には回転出資金を含む。�

うち信用借入金�計�計�

借 入 金 �

６． 農 業 協 同 組�

定 期 性 �当 座 性 �
年 月 末 � 貯 　 金 �

貸 　 　 　 方 �

（注）　１　貯金のうち当座性は当座・普通・購買・貯蓄・通知・出資予約・別段。　２　貯金のうち定期性は定期貯金・譲渡性貯金・定期積金。�
３　借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

２００２． １１ ４ ，１１８ ，４７０ ３４ ，７８２ ，３６４ ３８ ，９００ ，８３４ ２３９ ，１３０ ５ ，８０７ ，６５１�
 １２ ４ ，１５７ ，１０４ ３４ ，９５９ ，０３０ ３９ ，１１６ ，１３４ １９７ ，４１０ ５ ，８３０ ，８６２�
２００３． １ ３ ，９２３ ，２９３ ３５ ，０５７ ，７５１ ３８ ，９８１ ，０４４ ３４９ ，４００ ５ ，８４１ ，５３６�
 ２ ４ ，２２４ ，２８６ ３４ ，９５４ ，７０５ ３９ ，１７８ ，９９１ １２５ ，７４０ ５ ，８５９ ，８７９�
 ３ ４ ，４１５ ，２３７ ３４ ，８３３ ，８３６ ３９ ，２４９ ，０７３ ９１ ，０８０ ５ ，８０７ ，１５９�
 ４ ４ ，３６４ ，１０６ ３４ ，６１６ ，３２５ ３８ ，９８０ ，４３１ １４６ ，９００ ５ ，７３７ ，５５９�

２００２． ４ ４ ，３２７ ，０８９ ３３ ，４９０ ，７４８ ３７ ，８１７ ，８３７ １４１ ，０３０ ５ ，９０８ ，９８８�

２００２． １１ １６４ ，２５０ ９３７ ，２３７ ２６ ，６９５ ，１１３ ９ ，５１８ ，０２５ ６７ ，８３４ １５０ ，８００ ２ ，８１５ ，６８８�
 １２ １６９ ，８５７ ９５８ ，７５９ ２６ ，８０４ ，１４９ ９ ，５６７ ，８７３ ６８ ，９６５ ７０ ，２００ １ ，９８９ ，９０５�
２００３． １ ８８ ，０８５ ９４３ ，９４７ ２８ ，０２８ ，１１１ １０ ，３０７ ，０５１ ７２ ，８０５ ７６ ，０００ １ ，２８６ ，２３９�
 ２ １０３ ，７４８ ９８０ ，７５９ ２７ ，８６３ ，６５９ １０ ，０８６ ，０８４ ４９ ，４４０ ５２５ ，２００ １ ，２０１ ，３９５�
 ３ １５９ ，１２８ １ ，３５９ ，７８０ ２８ ，３０３ ，８１２ ９ ，６７６ ，１７９ １０６ ，８６０ -  ８１７ ，０５２�
 ４ １２１ ，００４ １ ，０５４ ，６９０ ２８ ，６０８ ，４２２ ９ ，３４７ ，３９７ ２３８ ，４４０ ５３１ ，７００ ６４９ ，２６４�

２００２． ４ １１７ ，７８０ １ ，４７１ ，９７８ ２３ ，１３４ ，１２６ ８ ，５３６ ，２２９ ３４ ，８３４ ２６１ ，９００ ７ ，９４９ ，８８０ 

�

２００２． １１ ５１ ，０７７ ，８２２ ４９ ，３６７ ，９９０ １９７ ，７７０ ４３ ，７４６ １ ，０４４ ，２５８�
 １２ ５１ ，８５４ ，２７４ ４９ ，８１４ ，７２５ １４８ ，４９０ ４３ ，７７０ １ ，０４４ ，２５８�
２００３． １ ５１ ，３７３ ，９２７ ４９ ，６５７ ，３２６ １５０ ，９５０ ４３ ，５８９ １ ，０４４ ，２５９�
 ２ ５１ ，４８６ ，０２５ ４９ ，６９５ ，３８５ １６４ ，５６０ ４３ ，５８７ １ ，０４４ ，２６７�
 ３ ５０ ，１８１ ，７１１ ４８ ，５８６ ，９８８ １４５ ，３３０ ４１ ，８６９ １ ，０３９ ，９０６�
 ４ ５０ ，５８０ ，９２２ ４８ ，９８２ ，７０２ １１６ ，３３０ ４９ ，３７４ １ ，０４５ ，８５５�

２００２． ４ ５０ ，８８６ ，９５６ ４９ ，１１０ ，４５３ １５５ ，９８０ ３５ ，１３２ １ ，０２５ ，８２７�

２００２． １０ ２０ ，４２４ ，７２９ ５３ ，７８２ ，３７０ ７４ ，２０７ ，０９９ ７４１ ，３７３ ５６６ ，３９４�
 １１ ２０ ，３６９ ，７７１ ５３ ，８５０ ，４５２ ７４ ，２２０ ，２２３ ７２１ ，９０２ ５４９ ，１６１�
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（注） 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�

（注）　１ 　水加工協を含む。  ２　 貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。�
３　 借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。�

７．信用漁業協同組合連合会主要勘定�

８．漁 業 協 同 組 合 主 要 勘 定�
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９．金 融 機 関 別 預 貯 金 残 高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　農協，信農連は農林中央金庫，郵便局は郵政公社，その他は日銀資料（ホームページ等）による。なお，信用組合の速報値（P）は全信組�
中央協会調べ。�

２　都銀，地銀，第二地銀および信金には，オフショア勘定を含む。�
３　都銀，地銀および第二地銀の速報値（P）は全銀協資料（ホームページ），信金の速報値（P）はしんきん中金資料（ホームページ）による。�
４　都銀，地銀および第二地銀の速報値（P）はオフショア勘定を含まない。そのため，前年比増減率（P）はオフショア勘定を含むもの（前年）
と含まないもの（速報値）の比較となっている。�
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高�

農 　 協 �信 農 連 �都市銀行� 地方銀行� 第二地方銀行� 信用金庫� 信用組合� 郵 便 局 �

（注）　１　表９（注）に同じ。ただし郵便局の確定値は，ホームページによる。�
２　貸出金には金融機関貸付金，コールローンは含まない。�

前

年

同

月

比

増

減

率
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